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3－ 2　日米コモン・アジェンダ／GIIの中間評価後に実施された案件群

1997年には、日米コモン・アジェンダ（人口・健康）中間レビューとGII中間評価が実施された。

この結果、人口・エイズ分野協調重点国の廃止、現地主導による協調の一層の促進、合同プロジェ

クト形成調査の実施が奨励され、一層の協調促進の改革が行われた。

JICAでは、日米コモン・アジェンダ（人口・健康）中間レビューとGII中間評価の後に実施され

た、ザンビア（1998年 12月）をはじめとする合同プロジェクト形成調査を「日米合同プロジェクト

形成調査（US-Japan Joint Project Formulation Mission）」と認識しており、それ以前の合同調査とは

区別している。ザンビア以前の合同プロジェクト形成調査は、基本的に日本側のプロジェクト形

成調査にUSAIDからオブザーバー参加をするものであったが、ザンビア以降は日米双方の協議の

うえでプロジェクト形成調査対象国を決定し、日米双方から団員として参団を得たうえで現地で

公式協議を行い、今後の協調に係る交換文書（メモランダム：Memorandum for the Record）にUSAID

在外事務所長―外務省団長（通常調計課長）間で署名を行っている。

本項で取り上げたのは、「日米合同プロジェクト形成調査（US-Japan Joint Project Formulation

Mission）」として実施された、ザンビア（1998年 12月）、バングラデシュ（1999年 12月及び 2000年

2月）、カンボディア（2000年 6月）、タンザニア（2001年 2月）、及びメキシコ（2001年 3月）の 5案

件群である。
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3－ 2－ 1　ザンビア共和国日米合同プロジェクト形成調査案件群（人口・保健）

（1）援助協調の経緯

1） 対象国決定まで42

ザンビア共和国（以下、「ザ」国）では、1991年の新政権誕生以降、保健行政の効率化が

図られ、組織機構の改編、リファラル・システムの導入、財政基盤、パートナーシップ

の強化を内容とする保健医療改革が行われてきた。現在の「ザ」国の保健医療は、1991年

の「国家保健政策」を基礎とし、「費用対効果が高く、質の高い保健サービスを国民に広

く平等に提供すること」を主目標にしている。1997年に行われた日米コモン・アジェンダ

とGIIの中間評価の結果、これまでの人口・エイズ分野の協調重点国が廃止され、重点国

ではなかったヴィエトナム、ジンバブエに次いで 3番目に「ザ」国が合同プロジェクト形

成調査派遣対象国に選定された。選定の理由となったのは、「ザ」国での JICA事務所と

USAID事務所等の関係機関との協調関係が進んでおり、日米双方が対象国候補として挙

げていたことである。

2） 日米合同プロジェクト形成調査（Joint Project Formulation Mission）

1999年 12月に約2週間、外務省経済協力局調査計画課課長（当時）を団長とする日米合

42「ザンビア国プロジェクト形成調査（日米連携／人口・エイズ、子供の健康分野）調査結果資料（内部検討資料）」
国際協力事業団、基礎調査部、1999年 5月
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同プロジェクト形成調査団が派遣され、現地USAID事務所、日本大使館、JICA事務所が

事前に準備した協力候補案件の検討を中心に進められた。

本調査の協議項目は次のとおりである。

①HIV/AIDSとリプロダクティブヘルス分野：HIV/AIDSコミュニティーベース活動、

HIV/AIDSハイリスクグループに対するエイズ予防対策、包括的リプロダクティブ

ヘルスプロジェクト

②子供の健康：予防接種拡大／ポリオ根絶プログラム、学校保健／栄養プログラム、

安全な飲料水推進プログラム、マラリア総合対策

③システム強化：DHS（人口健康調査）、保健管理情報システム、バスケットファン

ド

協議の結果、上記 3分野のうち、次の 2分野の案件についてUSAIDとの協調が具体的

に組み入れられた。

① HIV/AIDSとリプロダクティブヘルス分野

HIV/AIDSハイリスクグループに対するエイズ予防対策

・日本側は、開発福祉支援によるローカルNGO（ワールドビジョンザンビア）の活動

支援と草の根無償による性病治療薬、IECマテリアル、車両、自転車等の供与。

・USAID側は、SFH（Society for Family Health-USAID傘下のNGO）によるコンドーム

のソーシャルマーケティング及び啓蒙活動とFHI（Family Health International-USAID

傘下のNGO）によるモニタリング・評価・行動変容の調査。

② 子供の健康

予防接種拡大プログラム（EPI）・ポリオ根絶プログラムの支援

・日本側は、子供の健康無償によるコールドチェーンの改修、保守管理体制整備と

ポリオサーベイランスの実施。

・USAID側は、EPI政策分析及びガイドライン策定、研修の技術的・財政的支援等。

ソーシャルマーケティングによる安全な飲料水推進プログラム

・日本側は、草の根無償による塩素剤製造機材、飲料水貯蔵用容器を SHIに供与、

JICAプロジェクト方式技術協力（プライマリー・ヘルスケアプロジェクト）による

飲料水消毒用塩素剤（商標名：Chrorin）のヘルスセンター配布及びChlorin使用促進

のためのビデオ制作と待合室での上映。

・USAID側は、SFHへの資金援助、モニタリングと評価実施。
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（2）調査対象者の内訳

本調査においては、日本側政策レベルからは、外務省経済協力局調査計画課の担当官1名

より聞き取り調査を行った。実施機関レベルでは、アンケート調査は 9名から回答を得た。

また、アンケート回答者のうち 6名に対して補足情報収集のための聞き取り調査を実施し

た。アンケート回答者及び聞き取り調査対象者の内訳は次のとおりである。

表 3－ 8　調査対象者の内訳

調査対象者 アンケート調査 聞き取り調査 調査対象人数

調査団団員 - 1 1

本部担当者 2 2 2

大使館 1 - 1

事務所員 3 2 3

NGO団員 2 2 2

コンサルタント団員 1 1 1

合　計 9 8 10

（3）援助協調のプロセスの分析

1） 対象国選定時の日米実施機関の協調態勢（現場）

現場においては、日本大使館担当官、JICA事務所担当者とUSAID事務所との協力関係

が以前より存在しており、1995年には日米合同評価現地評価事業を実施するなど、日本

側関係者とUSAIDとの連携関係が構築されていた。「ザ」国においてはSWAPs（Sector-wide

approach）が導入されており、二国間援助が歓迎されない風潮もあるなか、ドナー会議の

場において、二国間援助を積極的に実施しているUSAIDとの接点が見いだされた経緯が

ある43。本案件群では援助協調対象国に選定される以前から、協調の実績があった。

2） 日米政策レベルの協調態勢

前述したとおり、「ザ」国では JICA事務所と大使館、USAID事務所等の関係機関の間で

既に協調関係が進んでおり、「ザ」国への合同プロジェクト形成調査の派遣はこれまでの

協調関係をさらに促進する効果があったといえる。

3） 案件形成時の日米実施機関の協調態勢

1998年初頭に本部からの合同プロジェクト形成調査派遣の打診を受けたあと、日米協

調案件の発掘を目的として日本大使館、USAID事務所、JICA事務所間で定期会合が開か

れ、日本側の無償資金（草の根無償、一般無償、子供の健康無償）のスキームと、USAID

43 関係者の聞き取り調査による。
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傘下のNGOを活用した技術支援を効果的に組み合わせた形態の案件形成が行われた。こ

れらの案件情報は本部の合同プロジェクト形成調査団団員に事前情報として提供された。

このように本案件群においては日米実施機関の積極的な協調態勢があった。

4） 日米実施機関の協調継続の態勢

事前に準備されていた案件候補リストに対し、合同プロジェクト形成調査時の外務省、

USAIDも交えた協議によって案件採択の優先度がつけられた。優先度の低い案件につい

ては、合同プロジェクト形成調査後に派遣が予定されていた企画調査員によってフォ

ローされていくことになった。合同プロジェクト形成調査後は、1999年 8月に企画調査

員が派遣されるまで、すべて事務所担当者によって案件のフォローアップがなされた。

USAIDとの定期会合も 2か月に 1度の割合で行われており、ドナー会議（月 1回以上）も

すべて担当の所員が対応していた。聞き取り調査によると、各会議における担当所員の

発言頻度も 2～ 3回と多く、事務所の積極的な姿勢が現れており、「ドナー会議出席は業

務が煩雑で多忙を極める場合は大変であったが、前任者からドナー協調には積極的に取

り組んでいたので、極力すべてに出席するように努力していた」とのことであった。ま

た、「USAID側の担当者との人間関係ができると、ドナー会議において理解できないとこ

ろがあった場合、隣席のUSAID側担当者に質問をして会議の内容を理解することができ

た」、「保健の専門ではなかったが、ソーシャルマーケティング等、いろいろなことを学

ぶことができたことは有効であった」など、事務所員がドナー協調に積極的に取り組んだ

利点は多かったと思われる。企画調査員の派遣後は所員とともに協調態勢が継続された

が、事務所のナショナルスタッフとして勤務している日本人スタッフ（保健分野専門）を

有効活用することによって、業務の分担が図られたことも効果的であったと思われる。

これらのことから、JICA事務所では、協調継続の態勢が整っていたといえる。なお、聞

き取り調査によると、USAID側の保健医療分野の人員体制は充実しており、JICA側が対

等の立場で協調を組むために企画調査員は案件のフォローやモニタリングには多忙を極

めたとのことである。JICA事務所の援助協調に関する人員体制の拡充が期待されるとこ

ろである。

（4）援助協調の成果の分析

1） 援助協調の効率性

合同プロジェクト形成調査の事前準備は煩雑であり、特に JICA事務所の担当者の合同

プロジェクト形成調査に関する業務量は全体の仕事量の 50％以上と多かったが、「業務

量に見合う成果があったか」の問いに対しては、調査対象者の半数が「成果があった」と
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答えている。アンケート結果によると、本部においては、JICA事務所から合同プロジェ

クト形成調査に関する事前情報が十分に提供されたことから、調査対象者の多くが「合同

プロジェクト形成調査派遣に係る調整が十分に行われた」と回答している。また、聞き取

り調査によると、「合同プロジェクト形成調査のUSAID側の団員には、人事交流の目的

で派遣されていた JICA職員が参団しており、当該団員が効果的なリエゾンとなって、

USAID側と日本側双方が必要としている情報を提供しあい、協議しやすい環境づくりを

していたことが効果的であった。そのため日米双方の関係者のいままでにない熱意が感

じられた」と前向きな現場の状況が確認された。提示された9件の案件はその後企画調査

員によってフォローされて、またさらに追加で形成された案件もあり、現時点で実施が

決まっているのは 7件である44。

2） 援助協調の妥当性

本案件群での JICA-USAID援助協調は、次の理由から案件形成・実施に妥当であったと

いえる。

・JICA本部、事務所ともに合同プロジェクト形成調査派遣、受入れの体制が整っていた。

・「ザ」国は日米双方にとって援助協調の対象国であることから、日米双方の政策との整

合性があった。

・案件形成は「ザ」国政府が取り入れている SWAPsの重点分野から外れない形式でなさ

れており、相手国政府の政策との整合性も確保されていた45。

・合同プロジェクト形成調査で協議の内容を記録し日米双方が署名をしたメモランダム

（Memorandum for the Record）は、アンケート回答者全員がその有効性を認め今後も活

用することを支持した。

・相手国政府のオーナーシップは、保健省の組織機能が脆弱で、政府の具体的方針が明

確に提示されていないことで、主導性を発揮できていなかった。このことは JICA-

USAID協調を進めていくにあたって、JICAと USAID側から「ザ」国政府の関与を特段

求めていなかったことにも起因していると思われる。

・案件のフォローアップはUSAID事務所との連絡をとりながら、JICA事務所員と企画調

査員によってなされている。

44「企画調査員報告書」国際協力事業団（ザンビア共和国・保健医療）豊吉直美、2001年 2月
45 聞き取り調査では、「合同プロジェクト形成調査の案件形成時は、かなりUSAID主導でされた経緯もありSWAPs
に沿っているとはいいがたい案件もなかにはあったので、大きな流れは同じでも保健セクター全体を見渡して
SWAPsにも沿った案件に変更を行うことを企画調査員のフォローの一環で行った」ということであり、日本側関
係者による「ザ」国政府の政策との整合性を確保するための調整がなされていた。
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3） 援助協調の効果

① 互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であったか？

アンケートの回答によると、合同プロジェクト形成調査の効果として、9名中 7名が

「比較優位を活用した案件形成ができたこと」を挙げている。日本側の支援スキーム

（草の根無償、開発福祉）とUSAID側の支援するNGOとの連携による協力形態が効果

的である事例が多くみられた（成功例）。

② 一方のもつ知識、専門的技術が共有化されたか？または、知識の向上があったか？

アンケート結果によると、援助協調に関与したことによって、8名の回答者のうち 6

名が関与する以前より知識の向上があったと回答している。新しく習得した知識の内

容は次のとおりである。

表 3－ 9　習得した知識

知識の種類 新しく習得した知識の内容

USAIDの戦略

USAIDの具体的活動

USAIDの協力形態

保健医療分野の技術

知識

③ ターゲットグループの規模が拡大したか？

この効果は「①互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であっ

たか？」に密接に関係しており、USAID傘下のNGOが、日本が無償で供与した蚊帳を

ソーシャルマーケティングの手法で地域に配布し、そのNGOに JOCVが配属され、蚊

帳の普及活動を支援したことによって、ターゲットグループの規模が拡大した事例が

ある（後述の成功例その 1参照）。

④ 支援のタイミングにずれはなかったか？

日本の協力は対政府支援のため、政府からの要請書の遅れにより、無償資金協力の手

続きが遅延したケースが確認された。また新規無償案件での本部レベルの慎重な対応に

- 技術的な支援に重点を置いていること

- 成果主義であること

- SWAPsへの取り組み方

- 広域的戦略をもつこと

- サーベイランス

- 運営監理

- DHS（Demographic Health Survey）

- NGOの活用をして集中投下し、成果がだせないと引きが早いこと

- ソーシャルマーケティング

- HIV/AIDSハイリスクグループへのアプローチの有効性

- HIV/AIDSの知識

- ソーシャルマーケティングに関するUSAIDと UNICEFの見解の相違
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よって手続きに時間がかかり、無償資金の機材供与のタイミングのずれが発生した。

⑤ 成功例

本対象案件群での効果的な援助協調の事例を次に紹介する。

その 1　「マラリア総合対策」

マラリア罹患を低減し、マラリアによる死亡を減少させるため、JICAは子供の健康無償によって蚊帳を調達

し、USAIDの資金援助を得ている現地NGOであるSFHに供与した。SFHはソーシャルマーケティングの手法を

用いて住民教育、蚊帳の有償販売、回転資金の運用を受け持ち、このほかにUSAIDでは、技術協力として 5案

件群のマラリア対策に対し、地域保健所スタッフへのトレーニング、システム監視、検査技術の向上、レファ

レルシステムの強化に関する技術的、財政的支援を行っている。また、JICAからSFHに JOCV（村落開発普及員）

が配属されており、住民啓蒙活動や蚊帳の有償販売を支援している。このように、双方の比較優位を有効活用

した結果、裨益対象が拡大し 2000年 7月に実施された中間評価によると、プロジェクトサイトの蚊帳の保有率

は30％までに達し（目標：60％）、マラリアに対する知識の普及率は75％（目標80％）を達成している。また、SFH

に派遣された JOCV隊員は SFHに住民啓蒙活動についての知識を伝承し、SFHからはソーシャルマーケティン

グについての知識を習得することもできた（企画調査報告書）。

受益者

ザンビア保健省
マラリアコントロールセンター

子供の健康無償
蚊帳・マラリア検査用
機材等の供与

財政支援

JICA/USAIDはザンビア政府側の調整の下ですべての活動を行っている。JICA/USAID双方は
マラリア会議の継続的な参加によりモニタリングを行い今後の協力の可能性を検討している。

技術支援
地域保健所スタッフトレーニン
グ、システム監視、マラリアア
ドバイザーの派遣

JOCVの派遣
住民啓蒙活動
蚊帳の有償販売SFH（ローカルNGO）

ソーシャルマーケティングによる住民教育、
蚊帳の有償販売、回転資金の運用、地方政府
への技術移転、中間評価実施

JICA
事務所

USAID
事務所

図 3－ 5　マラリア総合対策での JICA-USAID援助協調　イメージ図
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その 2　「ハイリスクグループに対するエイズ予防対策」

HIV感染リスクの最も高いと推定される国境地域において、ハイリスクグループを対象とした啓蒙・教育活

動を行い、性病クリニック受診行動の増加と性行動の変容により性病HIV感染率を低下させることを目標とし

ている。日本は開発福祉支援事業でワールドビジョンの活動を支援してピアエデュケーターの育成を行い、草

の根無償によってUSAID傘下のSHFに啓蒙活動用車両を供与し、SFHはコンドームをソーシャルマーケティン

グで供与し、かつ啓蒙普及活動を行っている。またUSAID傘下のNGOであるFHIが、モニタリング、評価で行

動変容の調査を実施する。同プロジェクトでも双方の比較優位を有効活用した結果、単独では成し得なかった

規模と分野の支援が可能になり、裨益対象者が拡大した。同プロジェクトは、UNAIDSから日本のエイズ協力

の方向性を変えたとまで評価されるほどの効果をあげている。今度は「ザ」国政府の関与を拡大し、プロジェク

トの持続可能性を高めていく必要がある（企画調査報告書）。

その 3　「ソーシャルマーケティングによる安全な飲料水推進プログラム」

コレラ等の下痢症対策として、安全な飲料水を販売拡大することを目的とする。USAIDは SFHを通し、ルサ

カ等の都市周辺コミュニティーにおいて家庭での飲料水塩素処理のプロジェクトをソーシャルマーケティング

により推進している。日本は草の根無償資金で飲料水消毒用の塩素剤の製造機材、容器の製造機材を供与し、

JICAプライマリー・ヘルスケアプロジェクトにより塩素剤を 5万本ルサカ市に供与した。さらに塩素剤使用を

奨励するビデオを作成し、プロジェクト協力対象機関であるヘルスセンターの待合室にて放映し、啓蒙活動も

担っている。同プロジェクトでも双方の比較優位を有効活用した結果、単独では成し得なかった規模と分野の

支援が可能になり、裨益対象者が拡大している。なお、その後のSFHの調査によって、水源の安全性確保だけ

でなく、家庭における水の保存方法にも問題があることが判明し、米国側研究機関であるCDCは塩素処理をし

た水を保存するための特別な容器を開発し、今後は容器の国内生産が検討される見込みである（企画調査報告

書）。

（5）JICA-USAID援助協調の促進要因と阻害要因

1） 促進要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る促進要因は、次のとおりである。

・「ザ」国での JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の協調関係が進んでいたこと。

事前準備ができていたことから、本部での合同プロジェクト形成調査団への情報提供

も十分行われ、調査団派遣前に候補案件の検討を行うことができた。現場においては

案件リストに調査団から案件採択の保証を付けるという段取りであり、案件採択のス

ピードアップが図られた。

・日本の援助スキームがUSAID側担当者に十分理解されたこと。

援助協調担当の企画調査員は、USAIDとの協調体制を継続するにあたって、（特に無償

資金協力での支援形態が多く検討されていたので）、無償資金協力のスキームに焦点を

当てて、USAID側担当者に説明した。なかでも、無償資金協力での手続きの時間的流

れ、実施までに係る期間、JICAの協力で可能なことと不可能なことを具体的に説明し、

USAID側の理解を得た（企画調査員は、派遣前はジュニア専門員として無償資金協力

部所属であったことから、無償資金協力形態について熟知していたことが相乗効果と
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もなっている）。この結果、USAIDと協力形態の組み合わせについての現実的な接点を

見いだすことができ、案件形成、実施が促進された。

2） 阻害要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る阻害要因は、確認されなかった。

（6）USAID側の見解

「ザ」国での JICA-USAID援助協調は援助協調の模範例といえる。本案件群では、JICAと

USAIDは互いの優位点を認識し、それを有効活用することができた。マラリアプロジェク

トでは、日本が蚊帳や普及用の車両、コンピューターを供与し、USAIDは傘下で活動する

NGOの活動費を支援した（USAIDでは、供与機材は米国製でなくてはならず、機材供与に

時間がかかる。また、米国製は、より高価であり現地での維持管理が困難である。日本は

その点、現地調達のスキームがあり効果的に機材調達ができる。一方 JICAのスキームでは

NGOの運営費を支援することが困難である）。また、本案件群では JICAとUSAIDの援助協

調は、互いの能力向上（キャパシティービルディング）にも貢献した。人口健康調査

（Demographic Health Survey：DHS）実施について JICAは現地調査に係る資金を支援し、DHS

調査に参加し、調査手法等について習得する機会を得た。また、USAIDのエイズプロジェ

クトに JICA側からも参画し、USAIDが過去に行った失敗例を含めて体験を共有し、JICAは

合同評価の質問票作成にコンサルタント費用を支援した。

本案件群での成功要因は、援助協調に効果的な JICA事務所、日本大使館、USAID事務所

間の友好的な人間関係とともに、活動する強いコミットメントがあったこと、また JICA側

に援助協調の担当専門家（企画調査員）が配置されていたことがUSAID側から挙げられた。

また、本案件群での阻害要因は、JICAとUSAIDのそれぞれの組織体制の違いから派生して

いる。JICAは権限が現地にないことから、決裁に時間がかかる。決裁に時間がかかること

は時には援助協調を進めていくうえでのチャンスを逸することにもつながり、USAID側が

理解に苦しむ点でもある。

（7）総　評

本案件群は JICA、USAID双方において JICA-USAID援助協調の成功例と理解されている。

JICA、USAIDともに、両現地事務所及び日本大使館間の有効な人間関係と、援助協調を成

功させようとする強いコミットメントがあったことで、互いの優位点を有効活用した協調

案件が形成・実施できたことを成功要因と挙げている。また阻害要因については、USAID

から支援の実施のタイミングがずれたことを挙げられているが、その原因として、JICA側
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組織体制の問題として現地事務所に権限が委譲されていないことが指摘されている。この

点に関して、JICA側では権限委譲がなされていないことのほかに、「ザ」国政府の対応が遅

れたことも要因であったとしている。
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3－ 2－ 2　バングラデシュ人民共和国日米合同プロジェクト形成調査案件群（人口・保健）

（1）援助協調の経緯46

1） 対象国選定まで

バングラデシュ人民共和国（以下、「バ」国）にとって、貧困削減と人口増加率抑制は

1971年の独立以来、開発上の最大の問題であり、「バ」国政府は国際機関、外国援助機関

の支援を受けながらこの大きな課題に取り組んできた。1994年 2月、GII構想が発表され、

「バ」国は人口・エイズに関する支援対象としての重点国のひとつとして位置づけられ、

翌 1995年に「人口・エイズ分野プロジェクト形成調査」（USAIDオブザーバー参加）が派

遣された。この調査では、「バ」国での草の根レベルでの日米の援助協調の重要性が確認

され、この調査の結果を受けてその後、日本側援助スキームである草の根無償資金支援

事業と、米国側援助スキームであるNGO支援事業を連携させた援助案件が形成された。

その後は JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の定期会合が開催され、互いの情報

交換がなされ、JICAと USAIDの協調態勢が継続されていた。このように「バ」国内での

日米協調の体制ができていたことから、1998年、「バ」国は日米コモン・アジェンダに係

る合同プロジェクト形成調査派遣対象国に選定された。

46「GII（地球規模問題イニシアティブ）に関する中間報告書」財団法人家族計画国際協力財団（ジョイセフ）外務省
委託調査、（1994.4-1997.3）1997年 9月

「バングラデシュ日米合同プロジェクト形成調査（第一次、人口保健分野）調査報告書ドラフト」国際協力事業団
アジア第二部、2000年 1月
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2） 日米合同プロジェクト形成調査

合同プロジェクト形成調査が予定されていた期間に、「バ」国で反政府スト（ハルター

ル）が行われることになり、合同プロジェクト形成調査は日本側団長他1名の派遣が中止

となり、USAID側も本部からの派遣が JICAからUSAID、PHN47センターに出向中の職員

のみとなったため、今次を第一次調査団と位置づけ、現地での公式協議、文書交換を行

わず、現地関連事業の現状確認と日米連携事業の将来計画に関する非公式討議を行うこ

とにとどめた（1999年 12月）。「バ」国側を含めた正式ミニッツの署名は、第二次調査（2000

年 2月実施）にて行うこととした。合同プロジェクト形成調査（第一次）にて検討された

項目は、（1）ポリオ、（2）EPI、（3）リプロダクティブヘルスの質的向上、（4）ICDDR, B（国

際下痢症研究所）支援、（5）HIV/AIDS、（6）PHC医療品保管倉庫等の建設、（7）微量栄養

素、（8）ビタミンA欠乏症、である。合同プロジェクト形成調査（第一次）の結果を受け

て、2000年 2月には、当時の外務省経済協力局調査計画課課長と同課長補佐で構成され

た合同プロジェクト形成調査（第二次）が派遣され、第一次で調査された項目について、

「バ」国政府を含んで日米バの協議検討がなされた。合同プロジェクト形成調査（第二次）

の協議結果は次のとおりである48。

① ポリオ

・OPVワクチン供与については、「バ」国より協力要請が提出された後、外務省にて

案件採択の検討がされている。

・ポリオ撲滅に関する技術協力として短期専門家派遣（2001年 4月～ 6月）。

・研修（マイクロプランニング、マッピング）は企画調査員が現地国内研修の可能性

を調査。

・機材供与は企画調査員による過去の実績調査と今後の必要性検討。

・AFPサーベイランスは JOCVチーム派遣による協力を継続、今後増員予定。

② EPI

・EPI強化については、企画調査員による調査実施。

③ リプロダクティブヘルスの質的向上

・プロジェクト方式技術協力「リプロダクティブヘルス人材開発プロジェクト」の協

力対象機関である保健家族福祉省人材養成局卒後研修課技術研修室（Technical

Training Unit：TTU）へのローカルコンサルタントを、プロジェクト方式技術協力

の現地業務費にて2000年度第 2四半期より雇用。これに対して、USAIDでは米国

47 Population, Health, Nutrition Center - USAID内部にある地球局人口健康栄養センター
48 外務公電、バングラデシュ・プロジェクト形成調査団（日米連携・人口エイズ、子供の健康）　バングラデシュ
発　2000年 2月 14日付
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系NGOである PRIMEを通して、コンサルタントチームを同研修室に派遣。JICA

と USAIDからそれぞれ派遣されたコンサルタントたちが共同で研修計画、研修カ

リキュラム開発、研修評価等の業務を通して、「バ」側政府機関であるTTUのキャ

パシティービルディングを支援。

・開発福祉支援事業「地域住民参加型家族計画」第 2フェーズの実施、開発パート

ナー事業「リプロダクティブヘルス地域展開プロジェクト」2001年 3月より開始。

・合同評価については、企画調査員による評価項目・方法の検討。

・EOC機材供与については、無償案件「緊急産科ケアサービス強化計画」2001年度に

基本設計調査実施予定。

④ ICDDR, B（国際下痢症研究所）

・ICDDR, B施設を利用した、現地国内研修の可能性について、企画調査員による調

査が行われる予定。

・感染症ラボの強化については、企画調査員が調査予定。

・ICDDR, BにおけるNGOフランチャイズ支援は 1999年度草の根無償にて、ICDDR,

B－都市家族保健パートナーシップ診療所の建設実施。

⑤ HIV/AIDS

・HIV/AIDS予防に携わるNGO支援について、企画調査員が案件形成に係る調査予

定。

⑥ 微量栄養素

・UNICEFを通じたヨード供給は 1999年度にUNICEF経由でヨード供与済み。

・ビタミンAの「ホームガーデニング」を実施しているローカルNGO支援は草の根

無償での対応を検討中。

「バ」国の案件形成は、目標を共有したうえでそれぞれ独自の協力を進める「住みわけ」

によるものが多く、具体的にUSAIDと共同で活動しているのは③リプロダクティブヘル

ス人材開発プロジェクト（プロジェクト方式技術協力）において、JICA、USAID双方が

TTUの組織強化を支援している案件のみである。また、上記①～⑤の日米協調案件の実

施化については、企画調査員を派遣してフォローする予定であったが、現在まで派遣さ

れていない。

（2）調査対象者の内訳

本調査においては、調査対象者は 8名であるが、その内訳は、合同プロジェクト形成調

査団官団員、本部地域部担当者 2名、在外事務所の担当者 3名（次長、所員）、プロジェク
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ト方式技術協力専門家 1名、調査団NGO団員 1名であった。

表 3－ 10　調査対象者の内訳

調査対象者の立場 アンケート調査 聞き取り調査 調査対象人数

調査団団員（官団員） - 1 1

本部担当者 1 2 2

事務所員 2 2 3

プロジェクト方式技術協力関係者 1 1 1

NGO 1 1 1

合　計 5 7 8

（3）援助協調のプロセスの分析

1） 対象国選定時の日米実施機関の協調態勢（現場）

（1）で前述したとおり、「バ」国はGIIの重点国であったため、既に現地 JICA事務所、日

本大使館とUSAID事務所の間で日米協調の態勢があった。

2） 日米政策レベルの協調態勢

現地事務所間と日本大使館の間で、既に日米協調の体制があり、協調案件も組まれて

いた。したがって、「バ」国への合同プロジェクト形成調査の派遣は、これまでの協調関

係を促進する効果があったといえる。

3） 案件形成時の日米実施機関の協調態勢

日米合同プロジェクト形成調査派遣が決定した後、JICA事務所では本部地域部担当者

と協力して、日米協調が可能と思われる分野、課題案件、スキームについて見直しをし、

「バ」国における日米援助協調案件の素案を作成した。この素案を基に、日米合同プロ

ジェクト形成調査受入れが確定した後に実施された、大使館、USAID事務所、JICA事務

所間の定期協議の際に、既存の案件を住みわける形式で日米協調候補案件の検討が行わ

れた49。このように日米合同プロジェクト形成調査派遣前の定期会合において打合せを

し、十分な調整がなされていたことに加え、政府関係者との人間関係が日本ほど強くな

いUSAIDにかわって、JICA事務所が日米協調についての説明を「バ」国政府保健家族福

祉省関係者に対して行っており、「バ」国政府側の理解を得ていたので50、協調の態勢は

整っていたといえる。

49 関係者の聞き取り調査より情報収集した。
50 聞き取り調査による。
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4） 実施機関の援助協調の継続態勢

日本大使館主導で継続されていた、日本大使館、USAID事務所、JICA事務所間の定期

協議は、各機関の担当者がほぼ同時期に異動したため、2000年後半頃より開催されなく

なっている。また、JICA事務所においては、JICA-USAID援助協調に係る業務引き継ぎは、

日米合同プロジェクト形成調査報告書の引き継ぎも含めて十分に行われておらず、同報

告書も必ずしも活用されてはいなかった51。これらのことから、「バ」国における JICAと

USAIDの協調継続の態勢は整っていなかったといえる。

また、2000年度には企画調査員によって既存案件のフォローアップ、新規案件形成のた

めの調査、USAIDをはじめとする外国ドナーとの協調のフォローアップが行われる予定

であったが、企画調査員の派遣は実現しなかった。2001年度では人口保健アドバイザー

専門家派遣が検討されていたが、適任者不足で実現しなかった。この間は事務所の保健

分野担当の事務所員、プロジェクト方式技術協力専門家（リプロダクティブヘルス人材開

発プロジェクトのリーダー）と農村開発やPRSPを担当とする企画調査員によって保健セ

クターのドナー協調や JICA-USAID援助協調案件に係るフォローがなされてきた。2002年

度においては人口保健アドバイザー専門家派遣が検討されている。承認されれば人選後、

保健セクター専門の援助協調担当の専門家として 2002年度に派遣される予定である52。

（4）援助協調の成果の分析

1） 援助協調の効率性

JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間で既に協調関係があったことから、事前準

備もよく行われて、調査団団員との情報交換も十分になされ、調整状況は良かったとい

える。JICA事務所担当者の合同プロジェクト形成調査に関する業務量は、全体の仕事量

の 50％以上であった。「業務量に見合う成果があったか」の問いに対しては、「見合う成

果があった」と答えたのはアンケート回答者 4名のうち 2名であり、他 2名は「どちらと

もいえない」という回答であった。理由として、「形成された案件が既存の案件を住みわ

ける形式によるものである」「具体的にUSAIDとの協調が組まれているのは、リプロダク

ティブヘルス人材開発プロジェクトの活動の一部となっている案件だけである」とのコメ

ントが聞き取り調査から得られた。「バ」国の政情の影響で調査団を 2回に分ける結果に

なったが、聞き取り調査では、「分野の専門家たちによって現状を精査する調査を行った

あとで、調査結果を基に官団員によって本格的な協議を行ったことが、大勢の団員の専

門性と時間を有効に活用する結果となり効率的であった」とのコメントがあった。

51 事務所担当者への聞き取り調査による。
52 地域部担当者への聞き取り調査による。
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2） 援助協調の妥当性

本案件群での JICA-USAID援助協調は次の理由から、案件形成・実施に妥当であったと

はいえない。

・JICA本部、事務所ともに合同プロジェクト形成調査派遣、受入れの態勢が整っていた。

・「バ」国は日米双方にとってGII重点国であり、援助協調対象国であることから、日米

双方の政策との整合性があった。

・日米協調の支援対象分野は「バ」国の開発戦略プログラムの重点分野に焦点を当ててお

り、「バ」国政策との整合性は確保できていた。

・協議は日米間の決定事項を「バ」国側に提示するという形式であったことから「バ」国政

府のオーナーシップは確保されたとはいえない。

・メモランダムは、事務所では有効に活用されていなかった。

・検討案件のフォローアップは、本調査時点ではなされておらず、今後派遣される予定

の企画調査員に委ねられることになっている。

3） 援助協調の成果

① 互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であったか？

USAIDが支援するNGOに対して、日本側は草の根無償資金で施設設備、機材供与の

支援をする形態の案件形成であり、比較優位を活かした援助形態であったといえる。

本合同プロジェクト形成調査後には、日本側の草の根無償資金のUSAIDが支援する

NGOに対する割り当て額が増加した。

② 一方のもつ知識、専門的技術が共有化されたか？

アンケート結果によると、この質問に対する回答者 3名全員が、援助協調に関与し

たことによって知識の向上があったと回答している。新しく習得した知識の内容は次

のとおりである。

表 3－ 11　習得した知識

知識の種類 新しく習得した知識の内容

USAIDの戦略

USAIDの具体的活動

USAIDの協力形態

人口保健分野の技術

知識

- NGOを通した協力に重点を置いていること

- 人口増加抑制の比重が高いこと

- Social Awarenessを高める活動に積極的であること

- 在外の人材の専門性が高いこと

- NGO支援中心であること

- リプロダクティブヘルス分野への支援についての知識
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③ ターゲットグループの規模が拡大したか？

日米合同プロジェクト形成調査によって草の根無償資金協力の USAIDが支援する

NGOへの割り当てが増加し、裨益対象が拡大したといえる。

④ 支援のタイミングのずれはなかったか？

USAIDとの協調は住みわけによるものであり、案件は個別に行われているため、支

援のタイミングのずれは案件実施に影響をあたえるものではない。

⑤ 成功例の紹介

本対象案件群での効果的な援助協調の事例を紹介する。

「バ」国政府保健家族福祉省人材開発局の組織強化支援

「バ」国では保健分野の人材養成が急務であり、そのためには政府の人材開発局の組織体制の強化が必要であ

る。プロジェクト方式技術協力「リプロダクティブヘルス人材開発プロジェクト」では、その協力対象機関であ

る保健家族福祉省人材開発局卒後研修課技術研修室（Technical Training Unit：TTU）にてプロジェクト方式技術

協力の現地業務費でローカルコンサルタントを雇用した。これに対して、USAIDは傘下の米国系NGOである

PRIMEを通して、コンサルタントチームを同研修室に派遣した。結果、JICAとUSAIDからそれぞれ派遣された

コンサルタントたちが共同で研修計画、研修カリキュラム開発、研修評価等の業務を通して、保健分野の人材

養成の中枢であるTTUのキャパシティービルディングを支援している。この結果、現地政府を巻き込んだ JICA

と USAIDによる知識の向上と、共有が図られている。

保健家族福祉省人材開発局卒後研修課技術研修室

母子保健従事者

人材開発部門の組織強化
USAID
事務所 JICA

事務所

研修関連機材供与
（プロジェクト方式

技術協力）

技術支援
PRIME（米国系NGO）による

研修教材の開発、
研修カリキュラムの開発

研修計画策定、研修評価の実施

ローカルコンサルタントの派遣
（プロジェクト方式技術協力）
研修評価研修カリキュラム開発

研修情報管理

卒後研修の実施

図 3－ 6　リプロダクティブヘルス人材開発プロジェクトでの JICA-USAID援助協調イメージ図
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（5）JICA-USAID援助協調の促進要因と阻害要因

1） 促進要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る促進要因は、次のとおりである。

・JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の協調関係が進んでいたこと。

JICA事務所では、GII重点国となって以来、日本大使館、USAID事務所との定期協議

を開いて情報交換し、草の根無償資金協力を活用した協調案件が形成されていた。

2） 阻害要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る阻害要因は、次のとおりである。

・JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の担当者が、ほぼ同時期に異動になり、定

期協議が行われなくなったこと。

・JICA事務所の協調に関する業務引き継ぎが担当者間で効果的に行われていなかったこ

と。

・援助協調を担当する立場としての JICA側の企画調査員派遣（または、政策アドバイ

ザー派遣）が実現しなかったこと。

（6）USAID側の見解

日米合同プロジェクト形成調査では、JICAとUSAID事務所がそれぞれ事前に協調候補案

件の企画を準備したが、調査では協調候補案件を活用しつつも、調査団独自の企画も導入

して検討が行われたため、協議には予想以上に時間と労力がかかったと認識している。ま

た日本側の調査団員や現地事務所担当者の役割分担が USAIDにとっては不明瞭であり、

（USAID側にとっては外務省、日本大使館、JICA事務所、NGO団員、コンサルタント団員

等それぞれの権限が不明瞭に思われた）協議の進行が煩雑となったことも時間がかかった要

因と認識している。このような問題はあったものの、経口ポリオワクチン（OPV）の供与に

関しては他のドナーからの助言もあって日本は引き続き支援することを決定した。また、

日米合同プロジェクト形成調査の結果、USAID傘下のNGOに対しての日本の草の根無償の

支援額が増大した。

本案件群の援助協調の促進要因として挙げられるのは、日本大使館とUSAID及び JICA事

務所間の良好な人間関係があったことであり、またUSAID側の保健担当官、協調担当官が

定期会合開催等を通じて日本との協調に精力的に活躍していたことである。阻害要因とし

て挙げられるのは、日本側での裁量権を保持する人材がUSAIDにとって不明瞭であったこ

とで協議が円滑に行われにくかったこと、調査団関係者全員に必要情報が事前にいきわ

たっていなかったこと、また日本側はポリオに関する世界的な政策会議などに出席するこ
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とが少ないため、ポリオ撲滅に関する最新の技術情報・動向に関する認識が不足していた

ことであった。また、USAIDではWHOやUNICEFなどの国際機関に資金援助し、共同の技

術ワークショップを実施することが可能であるが、JICAのスキームでは同様の資金援助が

困難であり、日米共同で国際機関主催のワークショップに資金援助ができないのは、別の

形での協調の機会を失することになり残念だとの指摘もあった。

（7）総　評

「バ」国では現地事務所間で既に援助協調が進められていたことから、日米合同プロジェ

クト形成調査団派遣という日米政策レベルの援助協調の導入が、効果的にそれまでの援助

協調を促進した。JICA、USAID双方が現地での良好な人間関係が援助協調の促進要因だっ

たと認識している。また JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の担当者がほぼ同時期

に異動になり、定期協議が行われなくなったことが、援助協調の阻害要因であったという

ことも JICA、USAID双方が認めている。USAID側としては日本側での裁量権を保持する人

材がUSAIDにとって不明瞭であったことで協議が円滑に行われにくかったことを指摘して

おり、双方が事前準備をして望んだ合同プロジェクト形成調査を更に効率的にするための

教訓として、今後日本側関係者間の役割分担等はUSAID側に分かりやすく事前に提示する

ことが重要であろう。
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3－ 2－ 3　カンボディア王国日米合同プロジェクト形成調査案件群（人口・保健）

（1）援助協調の経緯53

1） 対象国選定まで

カンボディア王国（以下、「カ」国）では、HIV感染者が急激に増加しており、現在感染

者増加率は推計年 2.6％とアジアで最も高く、感染率は 2.8％と推計されている。また結

核罹患率も極めて高く、「カ」国は国家結核対策計画（NTP）の下、結核患者の直接監視下

内服療法であるDOTS54戦略を採用して対応してきた。しかしHIVと結核の重複感染者が

増えるにあたって、関係者の危機意識は一層強くなっており、大規模な支援による問題

への取り組みが急務であった。このような状況の下、2000年 2月に開催された日米コモ

ン・アジェンダ次官級会議において「カ」国が合同プロジェクト形成調査派遣の対象国と

なった。「カ」国はGIIの重点国ではなく、JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の

日米の協調体制は進んでいなかったため、準備不足は否めなかったが、同年 8月に予定

されていた沖縄サミットにおいて感染症イニシアティブの提唱（感染症のうち、HIV/

AIDS、結核、マラリアへの対応を優先しようという対策）が計画されており、いずれの

感染症においても深刻な状況にある「カ」国への調査団派遣は適切であった。

53「カンボディア国プロジェクト形成調査（HIV/AIDS結核等感染症、人口・保健／USAID連携）調査結果報告書」
国際協力事業団アジア第一部、2000年 9月

54 DOTS - Directly Observed Treatment-Short Course
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2） 日米合同プロジェクト形成調査

2000年 6月中旬から約 2週間にわたって、当時の外務省経済協力局調査計画課課長を

団長とする日本側参団者 8名とUSAID側団員 5名の合同プロジェクト形成調査が行われ

た。日米双方のプロジェクト活動の現状を視察し、協議を重ね、（1）HIV/AIDS対策、（2）

結核対策、（3）HIVと結核の重複感染、（4）マラリア等感染症・寄生虫疾患、（5）母子保

健の 5分野での協調の可能性が検討された。このうち、合同プロジェクト形成調査での

協議でUSAIDとの具体的な協調が図られたのは、次の 2つの案件である。

① HIV/AIDS対策

開発福祉支援事業（2001年 11月から 3年間）のスキームを活用して、USAIDが支援し

ているKHANA（34のNGOパートナー）に対し、エイズ患者への行動変容等の意識改革

を目的としたワークショップやセミナーの開催、及び出版活動を支援する。またNGO

を通して、コンドーム配布活動に関するNGOのキャパシティー強化をする。

② 結核対策

プロジェクト方式技術協力「結核対策プロジェクト」においてDOTS戦略の地方拡大

についてUSAIDパートナーNGOと協調して行っている。また当該プロジェクト方式

技術協力の活動として必要である IEC活動をUSAIDパートナーNGOの協力で当該プロ

ジェクト方式技術協力の対象機関などについて行う予定である（成功例参照）。

（2）調査対象者の内訳

本調査においては、調査対象者は 8名。その内訳は、合同プロジェクト形成調査団官団

員 2名、本部地域部担当者かつ合同プロジェクト形成調査団団員、「カ」国事務所付企画調

査員 1名、JICAプロジェクト専門家 1名、合同プロジェクト形成調査団コンサルタント団

員 1名、USAID側の団員 2名であった55。

表 3－ 12　調査対象者の内訳

調査対象者の立場 アンケート調査 聞き取り調査 調査対象者人数

調査団団員 1 2 2

本部での担当者 1 1 1

企画調査員 1 - 1

プロジェクト方式技術協力関係者 - 1 1

コンサルタント 1 1 1

USAID側団員 2 1 2

合　計 6 6 8

55 USAID側団員のうち 1名は、人事交流プログラムで JICAよりUSAIDに派遣中の JICA職員、もう 1名は同プロ
グラムでUSAIDより JICAに派遣中のUSAIDフェローである。これら2名の調査対象者からは JICAの視点にたっ
てコメントを聴取した。
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（3）援助協調のプロセスの分析

1） 対象国選定時の日米実施機関の協調態勢（現場）

これまで JICA事務所とUSAID事務所間の協調体制はなく、対象国に選定された直後に

初めて両事務所間での打合せがもたれた。当時は JICA事業概要の英文化などの作業も進

展しておらず、また、協調案件に対する優先的な予算措置などの協調による利益の見通

しが明確ではなく、一方で JICA/USAID両事務所内外の関係者間での協調の意義に係るコ

ンセンサス形成などには予想外の時間を要するなど、準備期間と協調を進めるために必

要な業務量が釣り合っていなかった。

2） 日米政策レベルの協調態勢

（1）で前述したとおり、これまで JICA事務所とUSAID事務所間の協調体制はなかった

が、日米政策レベルの決断により、本案件群がトップダウンで実効された。聞き取り調

査によると、「「カ」国は、現地日米事務所間での協調が進んでいなかったので準備不足は

否めなかったが、沖縄サミットにおいて“感染症イニシアティブ”を提唱するための事例

が必要であり、その布石となった」として外交的な重要性が大きかったことが指摘されて

いる。

3） 案件形成時の日米実施機関の協調態勢

対象国決定を受けて数日後の 2000年 3月 31日に、JICA事務所とUSAID事務所間の初

めてのミーティングが開催され、同年 6月に予定された合同プロジェクト形成調査の準

備としての案件発掘の検討が始まった。案件形成は、日米双方のこれまでの活動を発展、

補完する形態で、日米それぞれが得意としている分野を焦点にする方向で検討が進めら

れた。USAIDは、「カ」国ではこれまでNGOを通じた支援ばかりであったが、日米コモ

ン・アジェンダを、「カ」国での活動拡大及び直接政府に対する支援開始の機会とも考え

ていることが示唆された。現場での事務所間の協議によって可能な案件候補リストが準

備された56。聞き取り調査では、「合同プロジェクト形成調査派遣のための準備期間が短

かったため、本部、在外事務所とも合同プロジェクト形成調査の内容を煮詰めることよ

りも、合同プロジェクト形成調査団派遣や、受入れのためのロジスティックスに忙殺さ

れた」というコメントが得られた。準備期間が短かったことで、日米実施機関の協調態勢

が整っていたとはいえない。

また、聞き取り調査では、「日米協調という看板の下での合同プロジェクト形成調査で

56 2000年 4月 4日付業務公電、No. IR.005“日米コモン・アジェンダ（人口・エイズ）に係るミーティング議事録”
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あったため、JICAの枠を越え、同時期に現地にて実施されていた JBIC（日本国際協力銀

行）の扱う案件についてもODA全体の立場からセクターへの支援に対するコメントを述

べることができた」とのコメントもあり、日米合同での調査であったことから、JICAと

JBICの垣根を越えて日本の援助機関同士が連携する機会がもてたということである。

ODA全体でセクターを包括的に見ていくことが今後必要になってくると思われ、日本の

援助機関同士の協調を進めていくことも必要と認識されている。

4） 日米実施機関の援助協調の継続態勢

聞き取り調査では、「合同プロジェクト形成調査は準備期間が短く煩雑であったが、

USAIDとの援助協調の入口をつくったという意味で有効であった」とのコメントがあり、

外交的な重要性のインパクトによって現場に JICA-USAID協調を短期間で導入すること

ができたといえる。結果、合同プロジェクト形成調査のあと、JICA事務所では、必要に

応じてUSAID事務所との会合を開いて案件フォローアップのための情報交換を行ってい

る。聞き取り調査によると、プロジェクト方式技術協力の活動にUSAIDとの協調を導入

した「結核対策プロジェクト」では、合同プロジェクト形成調査を機にUSAIDとの接点が

多くなり、互いの情報交換や技術支援活動が拡大しているとのことである。また米国側

（USAID）には、感染症対策に関する巨額な予算の補充があり、USAIDの「カ」国での活動

の枠が大きく広がる結果となった。これらのことから、「カ」国における援助協調の継続

態勢は整いつつあるといえる。

（4）援助協調の成果の分析

1） 援助協調の効率性

準備期間が短かったので、合同プロジェクト形成調査に係る業務量は多く煩雑であっ

た。援助協調の投入に見合う成果について、6名の回答者のうち 2名のみ「成果があった」

と答え、その他は「どちらともいえない」と答えている。その理由として「準備期間が短

かったので、その期間の業務量が多かったが、既存案件の再構成という形態が多く、新

規案件は開発福祉支援事業のみなので、見合う成果があったとはいいがたい」とコメント

されており、援助協調による効率性は高かったとはいえない。しかし、プロジェクト方

式技術協力「結核対策プロジェクト」においては、USAIDとの協調がプロジェクト方式技

術協力活動の課題であるDOTSの地方拡大に大きく貢献することが見込まれていること

から、現場での JICA-USAID援助協調の成果の認識は高い。また、この合同プロジェクト

形成調査を通して感染症の現状把握ができたことは、その後に予定されていた沖縄サ

ミットでの感染症イニシアティブ提唱の布石となり、USAIDは感染症対策に関する予算
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を大幅に補充することになった。

2） 援助協調の妥当性

本案件群での JICA-USAID援助協調は、次の理由から案件形成・実施に妥当であったと

いえる。

・日米双方の体制は整ってはいなかった。

前述したとおり、「カ」国が合同プロジェクト形成調査派遣対象国と選定される以前は

現地での事務所レベルの情報交換はなかったため、短期間での準備を強いられ、日米

双方の体制は整ってはいなかった。

・日米双方の政策との整合性は確保されていた。

JICAでは、国別事業実施計画において、「結核対策（AIDSの合併症を含む）プログラム」

としてHIV/AIDS対策が位置づけられて、HIV合併症の予防を JICAとして取り組むこ

とを協力目的としている57。

・相手国政府の政策との整合性は確保されていた。

「カ」国においては、世界銀行支援のもとに保健分野のセクター・ワイド・アプローチ

が進められており、そのなかでHIV/AIDS、結核、HIV／結核の重複感染、マラリア、

母子保健・妊産婦保健等を優先疾患・優先分野として取り上げている。

・メモランダムはアンケート回答者の多くがその有効性を認めて今後も活用することを

支持した。

・相手国政府のオーナーシップは確保されなかった。

アンケート調査では「カ」国政府のオーナーシップが「確保された」との回答はなく、

「確保されなかった」または「どちらともいえない」との回答のみであった。その理由と

して、「協議には参加していたものの、最終的な協調可能案件を日米で絞り込み、マト

リックスを作成する段階には「カ」国政府の参加がなく、メモランダムにも署名してい

ないこと」を挙げている。

・案件のフォローアップ体制が構築されていた。

検討案件のフォローアップは事務所に派遣されている企画調査員と本部地域部の間で

行われている。また JICA事務所では英文のフォローアップマトリックスを用意し、定

期的に JICA側からUSAID側への情報発信に努めている。

57「カンボディア国プロジェクト形成調査（HIV/AIDS、結核等感染症、人口・保健／USAID連携）調査結果報告書」
国際協力事業団アジア第一部、2000年 9月
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3） 援助協調の成果

① 互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であったか？

プロジェクト方式技術協力「結核対策プロジェクト」の活動の一部であるDOTS戦略

の地方拡大は、USAID傘下のNGOの活動と連携しながら実施されることが見込まれて

いる。プロジェクト方式技術協力からは結核分野の技術支援を提供し、また草の根無

償資金、感染症対策無償資金によって関連機材を対象のNGOに供与している。これに

対して、プロジェクト方式技術協力の活動として必要な結核予防に関する IEC活動は、

この分野を得意とするUSAID傘下のNGOが支援することが期待されている。プロジェ

クト方式技術協力専門家からの聞き取り調査によると、「合同プロジェクト形成調査

後、USAID側の結核対策の予算が大幅に増額され、USAID傘下のNGOが、国の方針か

らずれて大規模に活動を始める可能性があった。JICAとUSAIDとの協調により、日本

が培ってきた「カ」国における結核対策をUSAIDに助言し、傘下のNGOの無計画な活

動範囲の拡張を是正し、結核対策を支援する「カ」国NGO間の連携関係を強化させるこ

とができた。またその後はUSAID側も JICA結核対策プロジェクトの実績を認識し、結

核対策に関する助言を求めてくるようになった」ということである。ここでは比較優

位を活かした形態の協調によって、互いの情報、知識を共有し、結果DOTS戦略の地

方拡大が可能になり、裨益対象者が拡大したという成果をあげているといえる。

② 一方のもつ知識、専門的技術が共有化されたか？または、知識が向上したか？

アンケート調査によると、この質問に対する回答者5名のうち4名は援助協調に関与

して知識の向上があったと回答している。新しく習得された知識の内容は次のとおり

である。

表 3－ 13　習得した知識

知識の種類 新しく習得した知識の内容

USAIDの戦略

USAIDの具体的活動

USAIDの協力形態

日米コモン・アジェ

ンダの一般的知識

自然環境分野の技術

知識

-「カ」国における予算措置

- 広報活動

- NGO（FHI）を通したHIV/AIDS対策

- NGOへの資金拠出形態

- パートナーNGOとのリンク

- 案件形成の方法

- 基本理念と成立ち

- HIV/AIDS予防の基本要素

- 母子感染対策
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③ ターゲットグループの規模が拡大したか？

前述したとおり、USAID傘下のNGOとの連携によるDOTSの地方拡大で裨益対象が

拡大したといえる。

④ 支援のタイミングのずれはなかったか？

具体的な支援のタイミングのずれについては、案件が実施されていないので、現時

点で判断することはできない。

⑤ 成功例の紹介

本案件群での効果的な援助協調の事例を紹介する。

DOTSの地方拡大のための連携

プロジェクト方式技術協力「結核対策プロジェクト」は、DOTSの地方拡大を活動の一部としている。USAID

傘下のNGOとの連携は、地方展開を進めるにあたって大変有効である。具体的には、プロジェクト方式技術協

力からは「カ」国結核分野のこれまでの活動の実績から、政府の国家結核計画にのっとったやり方での技術支援

を提供し、また草の根無償資金、感染症対策無償資金によって関連の機材を対象のNGOに供与している。これ

に対して、プロジェクト方式技術協力の活動として必要な結核予防に関する IEC活動は、この分野を得意とす

るUSAID傘下のNGOの活動として行っている。このように互いの比較優位を有効活用したことによって、単

独では成し得ない規模と分野の支援が可能になり、裨益対象も拡大した。

（5）JICA-USAID援助協調の促進要因と阻害要因

1） 促進要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る促進要因は、次のとおりである。

・日米政策レベルでの協調態勢が強力であったこと。

沖縄サミットでの感染症イニシアティブ提唱の礎となるべく、米国側の候補国のなか

から日米合意によって選定された。日米外交案件としての重要性から政策レベルの意

気込みは強く、短期間で本部、現地ともに準備をし、案件形成を行った。

・日米のそれぞれの比較優位、得意分野を活かした案件形成を行ったこと。

USAIDのパートナーNGOと連携したことによって、プロジェクト方式技術協力活動の

一部であるDOTSの地方への拡大が可能になった。またプロジェクト方式技術協力関

係者とUSAID事務所との協調関係が合同プロジェクト形成調査後より継続しており、

インターネットを活用した定期的な情報交換を通して、協調関係が促進されている。

また、日本が得意とする結核対策と、米国側が得意とするエイズ対策について分野の

比較優位を生かした協調を通して双方の関係者が学ぶことができた。
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2） 阻害要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る阻害要因は、次のとおりである。

・関係者が多く調整が煩雑であり、協議に必要な情報が日米で共有されていなかったこ

と。

合同プロジェクト形成調査は関係者が多かったことで、意見の取りまとめに時間がか

かり、同一行動をしない場合の調査期間中の情報が全員に知れわたっていないことも

あり、USAID側の団員から「日本側の情報が共有されていなかった」とコメントが出て

いる。

（6）USAID側の見解

JICAは結核対策、USAIDはエイズ対策という双方の得意分野を活用した協調形態が企画

できた。しかし、合同プロジェクト形成調査実施のプロセスに時間がかかったことが難点

であった。合同プロジェクト形成調査の事前準備、プロジェクト形成調査中の手順、プロ

ジェクト形成調査後のフォローアップについては、今後は日米双方の取極めを行う必要が

ある。またメモランダムについては実施期限、フォローアップ計画を明記し、双方の責任

を明確にして活用することが重要である。

（7）総評

本案件群では、日米合同プロジェクト形成調査派遣前には、現地事務所レベルでの援助

協調の実績はなかったが、日米政策レベルの援助協調の導入がきっかけとなって、現地事

務所間での援助協調が開始されている。日米の得意分野を有効活用したことで効果的な案

件形成ができたという点で、JICAとUSAIDの本案件群の評価は一致している。また準備不

足とも関連して合同プロジェクト形成調査実施のプロセスが煩雑で時間と労力がかかった

ことも JICAと USAID双方から阻害要因として問題提起された。今後は効率的な合同プロ

ジェクト形成調査の段取りについて JICAと USAID間でとり決めをする必要があると思わ

れる。
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3－ 2－ 4　タンザニア連合共和国日米合同プロジェクト形成調査案件群（人口・保健）

（1）援助協調の経緯58

1） 対象国決定まで

タンザニア連合共和国（以下、「タ」国）はGIIの重点国のひとつであり、我が国は1996

年 6月に JICA企画部環境女性課課長（当時）を団長とする「GII人口・エイズプロジェクト

形成調査団」を派遣し、具体的な協力案件の発掘形成を行っている。「タ」国におけるHIV/

AIDSの問題は、マラリアとともに保健医療分野の最大の課題であり、「タ」国の社会開発

の成果が後退するおそれが出るほど、深刻な影響を及ぼしていた。1997年に「タ」国は保

健セクターの改革を開始し、セクタープログラム（SWAPs）に積極的に取り組みはじめ

た。我が国は「タ」国に対し、「人口増加率の抑制、HIV/AIDS陽性率の低減」を目的とし

た「人口・エイズ対策プログラム」を策定して、積極的な支援を行ってきた。このような

状況の下、2000年の日米次官級会合において、日米両国は合同プロジェクト形成調査団

派遣対象国として「タ」国を選定した。選定の理由は、JICA事務所、USAID事務所間の日

米協調が進んでいることであった。また2000年 12月の沖縄感染症会議においては、「タ」

国合同プロジェクト形成調査が、「沖縄感染症対策イニシアティブ」のフォローアップ協

力のひとつとして位置づけられた。

58「タンザニア国日米合同プロジェクト形成調査報告書（HIV/AIDS・感染症・人口・保健）ドラフト」国際協力事業
団、2001年 10月、
「専門家報告書」橋本佳珠子、1999年 3月 25日付、及び 2000年 5月 15日付
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2） 日米合同プロジェクト形成調査

外務省経済協力局技術協力課課長（当時）を団長とする合同プロジェクト形成調査団は

2001年 1月に派遣された。合同プロジェクト形成調査においては、①感染症―HIV/AIDS、

HIV／結核の重複感染、マラリア、寄生虫疾患、②母子保健・リプロダクティブヘルス、

③保健システムの質的向上、について案件の検討がなされた。このうち、USAIDとの協

調が具体的に検討された候補案件は次のとおりである。

① 感染症―HIV/AIDS、HIV／結核の重複感染、マラリア、寄生虫疾患59

HIV/AIDS

・自発的カウンセリング・検査センター（VCT）への支援拡大

日本側は、HIVの自発的カウンセリング及び検査センター支援を採択済み。開発福

祉支援事業、感染症対策無償または子供の健康無償で対応検討中。

USAID側は、NGOアムレフを通じ全国に 15の VCTセンターを設置し、行動変容に

通じるサービスを提供。草の根無償によるセンター設置。

・行動変容につながるエイズ啓蒙活動を強化するための支援拡大

日本側は、ローカルNGOによる若年層向け啓蒙活動の支援と自費でコンドームを購

入できない層への無料供与を拡大するための技術協力とコンドーム供与。

USAID側は、コンドーム需要の全国予測、モニタリングとPSIを活用してコンドー

ム有料販売促進。

・輸血を介するエイズ感染予防の支援／医療従事者、非HIV患者の感染防護支援

日本側は、感染症対策無償または子供の健康無償にて対応検討中。

USAID側は、JSIによるロジスティックスと各資材の数量推定の報告書を作成。日本

はこの報告書を基に無償要請書を作成。

・コミュニティーベースでの感染者支援活動の拡大

日本側は、NGOを通したAIDS予防、治療、生活支援及び孤児への支援拡大。

USAID側は、保健教育教材の提供と使用法の指導。

・性感染症の症候診断・治療の支援―日米合同で、STIコントロール戦略の見直し

日本側は、コミュニティーで性感染症の予防、診断活動を行うNGOの支援拡大。

USAID側は、STIコントロール用の資機材の全国需要予測、供給モニタリング。

・医療従事者・非HIV患者の感染防護を支援

日本側は、HIVの院内感染を防ぐためのトレーニング等の実施、感染防護用品の供

与。

59 日米合同プロジェクト形成調査フォローアップ状況（2001年 8月現在）
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USAID側は、院内感染を防ぐトレーニングに使用する保健教育教材の提供等。

HIV／結核の重複感染

・新設される国家エイズ委員会、WHOの「STOP TB　イニシアティブ」との協調下に国

家結核プログラムを強化

・HIV/AIDSに重複感染した結核患者の治療の拡大

日本側は、結核菌検査にかかわる技術指導・トレーニングの継続、州・郡病院の機

能強化。

USAID側は、院内感染を防ぐトレーニングに使用する保健教育教材の提供等。

マラリアその他の寄生虫疾患

・「ロールバック・マラリア」イニシアティブとの協調下に国家マラリア対策プログラ

ムへの支援継続

・マラリアにかかわる「行動変容につながる啓蒙活動」の強化

日本側は、NGOを通じ、啓蒙活動支援。

USAID側は、PSIが蚊帳、殺虫剤の販売促進活動の一環として住民の啓蒙活動。

・マラリアにかかわる「行動変容につながる啓蒙活動」の強化

日本側は、NGOを通じ、啓蒙活動支援。

USAID側は、PSIが蚊帳、殺虫剤の販売促進活動の一環として住民の啓蒙活動。

・医療従事者の能力開発支援

日本側は、マラリアに関する保健従事者技術研修の継続。

USAID側は、SPの供与。

② 母子保健・リプロダクティブヘルス

・妊婦の梅毒スクリーニングのルーティン化に向けた支援

日本側は、妊婦検診での梅毒検査への支援継続。

USAID側は、妊婦検診改善、プランニング、技術支援、給与補填、教材供与等。

・ビタミンA補充プログラムへの政策支援・実施支援

日本側は、子供の福祉無償によるビタミンAカプセルの供与。

USAID側は、ビタミンA投与プロトコールの技術的助言。

・ワクチン・関連機材の供与を含む予防接種プログラムの実施支援

・従事者トレーニングを含む小児疾患の統合的診断・診断の実施支援

・流産・中絶後ケア、家族計画への支援継続



-  81 -

第 3章　JICA-USAID／日米援助協調対象案件群の評価－タンザニア連合共和国日米合同プロジェクト形成調査案件群（人口・保健）

③ 保健システムの質的向上

・流行性疾患の包括的サーベイランス体制強化

日本側は、2000年度「エイズ対策特別機材」により、サーベイランス支援のためのコ

ンピューター供与。

USAID側は、サーベイランス強化のためのCDCの専門官派遣。

・人口動態・保健調査の支援

・モロゴロ州での郡保健マネージメント体制の強化

・郡保健マネージメント体制の強化

・州・郡レベル公的病院の基礎的機材整備の可能性を検討

・国レベル・郡レベル両方での検査機能強化の可能性を検討

・IT機器、通信インフラの利用促進

・官民の連携体制を国、郡レベルで強化

（2）調査対象者の内訳

本調査においては、調査対象者は 8名であるが、その内訳は、外務省からの官団員 1名、

合同プロジェクト形成調査団団員兼本部での担当者が 2名、またNGO団員、コンサルタン

ト団員としてそれぞれ 1名ずつ、事務所員 1名、担当専門家 1名であった。またUSAID側

団員として、JICAより人事交流プログラムで派遣されていた JICA職員 1名からも情報を収

集した。

表 3－ 14　調査対象者の内訳

調査対象者の立場 アンケート調査 聞き取り調査 調査対象者人数

調査団団員 - 1 1

USAID側団員 1 - 1

本部での担当者 2 2 2

事務所員 1 - 1

専門家 1 - 1

NGO団員 - 1 1

コンサルタント団員 1 1 1

合　計 6 5 8

（3）援助協調のプロセスの分析

1） 対象国選定時の日米実施機関の協調態勢（現場）

JICA事務所では、保健省に配属された政策アドバイザー専門家がドナー協調について

精力的に活躍し、現地事務所間での協調が進んでいた。また政府関係者との関係も構築
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されていたことから、「タ」国政府を巻き込んだ協調態勢が既に整っていたといえる。

2） 日米政策レベルの協調態勢

前述したとおり、「タ」国では JICA事務所とUSAID事務所、日本大使館の間で既に協

調関係が進んでおり、「タ」国への合同プロジェクト形成調査の派遣は、これまでの協調

関係を更に促進する効果があったといえる。

3） 案件形成時の日米実施機関レベルの協調態勢

既に協調が進んでいたため、現地事務所からの情報が多く、本部での準備も順調に進

捗した。

聞き取り調査によると、「現地での基盤づくりが十分できていたので、日米同等な立場

で協調案件形成のための協議ができた」また、「協調して取り組むべき案件もおおむね形

成されていて、調査団はそれまで形成された案件に対して付加価値を付け、案件採択を

推進することが主な業務だった」とコメントしており、調査そのものも順調に進捗し、協

調案件形成時の実施機関レベルの強調態勢は十分整っていたといえる。

4） 日米実施機関の援助協調の継続態勢

合同プロジェクト形成調査後、JICA事務所では政策アドバイザー専門家が中心になっ

て、USAID「タ」国事務所と案件の進捗をフォローし、4月中旬には「タ」国政府に対し、案

件のフォローアップ状況を説明し、感染症無償の要請内容について保健省、USAIDと共

同で検討した。その後もUSAID事務所との定期会合を開催し、当該専門家を中心に案件

フォローが行われていて、協調継続の態勢がとれている。

（4）援助協調の成果の分析

1） 援助協調の効率性

合同プロジェクト形成調査派遣の準備段階で、関係者間の調整が十分とれており、本

部、現場ともに関係者の援助協調に関する業務量は多かったものの、「業務量に見合う成

果があったのか」との問いについて、日本側アンケート回答者5名全員が「成果があった」

と答えている。

2） 援助協調の妥当性

「タ」国における JICA-USAID援助協調は、案件形成・実施に妥当であったといえる。そ

の理由は次のとおりである。
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外務省担当者からの聞き取り調査によると、「タ」国はGIIの重点国でもあり、日米と

もに協調案件を立ち上げる関心が強かったということである。また2000年 12月の沖縄感

染症会議においては、タンザニア日米合同プロジェクト形成調査が、「沖縄感染症対策イ

ニシアティブ」のフォローアップ協力のひとつとして位置づけられたこともあり、日本側

の政策との整合性があった。現地政府の政策との整合性は、専門家を通じた事前の擦り

合わせが行われており、大枠でセクタープログラムに即した案件形成が行われていたた

め、確保されていた。メモランダムは、「戦略を共有し、案件実施のタイミングをモニター

する資料、及び本部での予算確保の参考資料として有効だった」という理由で、調査対象

者全員が今後も活用されることを支持している。「タ」国政府とは案件形成、事前の擦り

合わせ、事後のフォローアップについても常に連絡調整をしながら、行われていること

から、相手国政府のオーナーシップは確保されたといえる。今後の案件フォローは、引

き続き政策アドバイザー専門家（2003年 1月まで任期延長）を中心に行われていくことに

なっている。

3） 援助協調の成果

① 互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であったか？

日本が、施設設備、機材の供与での支援、USAID側がNGOを活用した技術支援と専

門家による調査、モニタリングに焦点を当てて、相互補完的な援助形態であった。

② 一方の持つ知識、専門的技術が共有化されたか？

援助協調に関与した結果、アンケート回答者5名のうち3名は、知識の向上があった

と答えている。他2名はアンケートで問われた分野については以前から熟知していた。

なお、新しく習得した知識の内容は次のとおりである。

表 3－ 15　習得した知識

知識の種類 新しく習得した知識の内容

USAIDの戦略

USAIDの具体的活動

USAIDの協力形態

日米コモン・アジェ

ンダの一般的知識

- 家族計画、母子保健サービス

- HIV/AIDS予防手段の利用促進

- マルチセクトラルなアプローチの推進

- 啓蒙活動と地元NGOのネットワークづくり

- メディアキャンペーン

- VCTの全国展開

- NGOへの支援

- 予算執行の形態

- 4つのグローバルイシューへの取り組み
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③ ターゲットグループの規模が拡大したか？

USAID側は、NGOアムレフを通じ全国に 15の VCTセンターを設置し、行動変容に

通じるサービスを提供している。また開発福祉支援事業、医療特別機材供与（エイズ対

策）で検査キット等の機材を供与しており、また感染症対策無償による供与の計画が

ある。USAIDからの支援が困難な機材供与、施設設備への支援を日本が提供すること

によって、裨益対象は拡大しているといえる（成功例参照）。

④ 支援のタイミングのずれはなかったか？

日本側の支援には無償資金協力によるものが多く、複雑な手続きに時間がかかる場

合があり、支援のタイミングにずれが発生したことがある。また、現地事務所担当者

からの報告60によると「協調案件は「タ」国保健省、他ドナーとの調整の上に形成され

た案件であり、実施における遅延は「タ」国政府、及び他ドナーとの活動計画の変更を

強いることにもなりかねない」とし効果的な協調態勢を維持していくためには支援の

タイミングについては十分な配慮が必要とコメントされている。

⑤ 成功例

本案件群での効果的な援助協調の事例を次に紹介する。

その 1　自発的カウンセリング・HIV検査センターへの支援

USAID側は、NGOアムレフを通じ全国に 15のVCTセンターを設置し、行動変容に通じるサービスを提供し

ている。また開発福祉支援事業、医療特別機材供与（エイズ対策）で検査キット等の機材を供与しており、また

感染症対策無償による供与の計画がある。互いの比較優位を活用して裨益対象が拡大した。

その 2　輸血を介するエイズ感染予防への支援

USAIDは、米国系コンサルタント会社を活用して、輸血を介するエイズ感染予防関連のロジスティックと各

資材の数量推計に関する調査をまとめた。JICAでは保健省に配属された政策アドバイザー専門家はその報告書

を活用して、感染症対策無償の要請書を作成した。ここではUSAIDのもつ知識を共有することによって日本側

の無償資金による支援活動が促進された。

（5）JICA-USAID援助協調に係る促進要因と阻害要因

1） 促進要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る促進要因は次のとおりである。

60 2001年 12月 7日付タンザニア事務所より本部への公電“タンザニア「感染症対策無償」関連情報”
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・「タ」国での JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の協調関係が進んでいたこと。

政策アドバイザーとして派遣されている個別専門家が保健省に配属されており、ド

ナー協調全般、保健セクター全体を見渡した案件形成、実施に取り組んでおり、「タ」

国政府やUSAID事務所との人間関係を構築していた。

・日本の援助のスキームがUSAID側担当者及び「タ」国政府担当者に十分理解されたこ

と。

当該専門家は、USAID側担当者及び「タ」国政府関係者に対して日本の援助スキームを

徹底的に説明し、彼等の理解を深める努力をしており、このことがUSAIDとの協調の

接点を見いだす基礎となっている。

2） 阻害要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る阻害要因は次のとおりである。

・日本側の案件採択、実務処理に時間がかかり支援のタイミングのずれが発生したこと。

アンケート調査では、「援助協調による案件実施において支援のタイミングは極めて重

要であり、現場における協調ドナーとの信用問題にもなりかねない。そのため、案件

採択、実施のプロセスでは現場の支援のタイミングを十分に念頭に置いて行われるべ

きである」とのコメントがあった。

（6）USAID側の見解

「タ」国においては、日米合同プロジェクト形成調査に対し、現地事務所間で事前に候補

案件が検討されており、案件形成の促進につながった。また、JICAとUSAIDの事前の根回

しにより、「タ」国政府の積極的な協調案件への関与を引き出すことができた。その結果、エ

イズ対策に関する意識改革を実施するために、エイズ関連機材の不足を補う手段として

USAIDはロジスティックの強化支援、日本は薬品、テストキット、検査試薬等の供与をす

ることで協調案件が形成された。

「タ」国での援助協調の促進要因は、「タ」国保健省に対する政策アドバイザーとして派遣

された専門家によって、JICAとUSAID事務所間の連携態勢が構築されたことである。それ

とともに、JICA-USAID協調に「タ」国政府を巻き込めたことで、政府のコミットメントを獲

得し案件形成、実施が円滑に行われたことである。協調の阻害要因は、ここでも日本側の

組織体制が起因し、決裁に時間がかかり、支援のタイミングにずれが発生することである。

しかしながら、USAID「タ」国担当者によると、政策アドバイザーが逐一 JICA側の経過を報

告していたため、支援のタイミングのずれが緩和されたという。
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（7）総　評

本案件群の援助協調評価では、JICAとUSAID双方の見解が一致している。すなわち、現

地事務所間での協調態勢が良好であったこと、「タ」国政府を巻き込んで協調案件の形成・

実施が行われていること、そして JICA側には政策アドバイザーとして派遣された専門家

が、援助協調に関して効果的に活躍し、援助協調の相乗効果を高めた。また日本側の組織

体制の問題が支援のタイミングのずれを発生させることが協調の阻害要因として指摘され

た。
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3－ 2－ 5　メキシコ合衆国日米合同プロジェクト形成調査案件群（環境分野）

（1）援助協調の経緯61

1） 対象国決定まで

我が国はメキシコ合衆国（以下、「メ」国）に対して、環境を援助重点分野として、特に

大気汚染対策、廃棄物処理等を中心に支援してきた。2000年には、JICA森林・自然環境

協力部による自然環境保全基礎調査が実施され、「メ」国の生物多様性等に焦点を当てた

自然環境保全に関する協力の必要性が認識された。一方、同年に開催された第10回日米

次官級会合において、環境分野での日米連携について合意がなされ、「メ」国が日米合同

プロジェクト形成調査派遣の対象国に選定された。選定の理由は、日米双方の対「メ」国

援助において環境分野が重点分野であること、現地においての日米両国大使館、JICA、

USAIDの日頃の協力関係が既に存在することであった。USAIDは、自然環境保全分野で

のNGO連携において豊富な経験、知見を有しており、我が国の支援と組み合わせれば包

括的な支援が可能になると考えられた。

2） 合同プロジェクト形成調査

合同プロジェクト形成調査は当時の外務省調査計画課課長を団長とし、JICA本部地域

部と社会開発調査部、NGO、コンサルタント 7名で構成され、日米双方の環境分野にお

ける過去の協力実績、経験を活かした日米連携協力プログラムの発掘形成を目的として

61 日米合同プロジェクト形成調査（メキシコ・環境分野）の対処方針会議の資料、2001年 3月 15日付、同調査の帰
国報告会の資料、2001年 4月 16日付、外務省公電第 321号 2001年 4月 5日付を参考としている。
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派遣された。具体的には、日米連携可能性プログラムとして取り上げられた次の 5プロ

グラムの連携の可能性について検討がなされた。

①ユカタン半島公園管理プログラム（Yucatan Park Management）

②キンタナロー州総合沿岸管理プログラム（Quintana Roo Integrated Coastal Resource

Management）

③オアハカ社会林業計画プログラム（Oaxaca Social Forestry）

④首都圏環境改善プログラム（Metropolitan Environment Improvement）

⑤タマリパス水質調査プログラム（Tamaulipas Water Quality）

合同プロジェクト形成調査の結果は次のとおりである。

①ユカタン半島公園管理プログラムについては、JICAプロジェクト方式技術協力

「ユカタン半島北部沿岸湿原保全プロジェクト」が予定されていた62。

②キンタナロー州総合沿岸管理プログラムについては、JICAは水質調査を焦点にし

た開発調査を行い、USAIDが保護区等生態系保全、住民参加、環境教育を実施す

る。

③オアハカ社会林業計画プログラムについては、開発調査によってマスタープラン

が既に作成されており、そのプラン実現のための具体的活動が検討された。JICA

のパイロットプロジェクト対象村落が登録林業のためのコンサルタントを雇用し

て、森林計画を作成する必要があるが、コンサルタント雇用経費を村落が捻出す

ることは困難である。JICAからは長期専門家を派遣しているが、専門家派遣ス

キームでもコンサルタント雇用経費を支援するのは困難であるため、USAIDが

パートナーNGO（WWFオアハカ）を通して当該経費を負担することが検討された

（成功例参照）。

④首都圏環境改善プログラムについては、日米連携の一環として、環境研究研修セ

ンタープロジェクトの実施する国際セミナーに、USAIDがセミナーの講師を派遣

した。

⑤タマリパス水質調査プログラムについては、具体的な米国側との連携の可能性に

ついてはあらわれていない。

（2）調査対象者の内訳

本調査においては、調査対象者は 7名であるが、その内訳は、合同プロジェクト形成調

査団団員兼本部での担当者が 2名、他の関連部署からの関係者が 2名、また調査団のNGO

62 本部担当者（水産課）からの聞き取り調査によると、「現時点では日米連携の要素は含まれておらず、USAID傘下
のNGOに JICAが支援するという形態の連携協調の可能性を検討予定」ということであった。
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団員、コンサルタント団員としてそれぞれ 1名ずつと JICA「メ」国事務所員 1名であった。

表 3－ 16　調査対象者の内訳

調査対象者の立場 アンケート調査 聞き取り調査 調査対象者人数

本部担当者
3 4 4

地域部、社調部、水産課、環女課

事務所担当者 1 - 1

NGO団員 1 - 1

コンサルタント団員 1 1 1

合　計 6 5 7

（3）援助協調のプロセスの分析

1） 対象国選定時の日米実施機関の協調態勢（現地）

現場での JICA事務所とUSAID事務所との連携は良かった。アンケート調査によると、

「すべて JICA事務所主導で行い、追って日本大使館に報告するという体制であった」とあ

り、JICA「メ」国事務所が精力的に協調態勢を構築していた。

2） 日米政策レベルの協調態勢

前述したとおり、本案件群は 2000年に行われた日米次官級会合において、日米双方の

合意のもとに「メ」国環境分野での日米協調が決定しており、USAID「メ」国事務所長が

JICA本部に出向いて打合せを行っていることからも日米政策レベルの日米協調にかける

積極的姿勢がうかがえる。メモランダムの内容を政策レベルと実施機関レベルの関係者

で事前につめるなど実施機関にとって JICA-USAID援助協調が効果的に行えるように対

応されていたといえる。

3） 案件形成時の日米実施機関の協調態勢

合同プロジェクト形成調査派遣前には、メモランダムの位置づけについて JICA本部の

関係部署間において、多くの議論が交わされた。これまでの合同プロジェクト形成調査

（すべて医療分野）では、日米間で署名がかわされ、相手国政府はメモランダムの署名に

は参加していなかった。本調査においてもUSAID「メ」国所長、外務省、JICA本部及びJICA

「メ」国事務所の間で検討がなされ、「メ」国政府も署名に参加すべきであるという意見も

出されたが、結果として、環境分野における日米協力に限定したメモランダムという位

置づけのメモランダム案が作成された。しかし、現地調査における協議のなかで「メ」国

政府は日米メ 3者による署名を要求し、協議の結果「メ」国を含めた日米メ 3国署名のメ

モランダムとなった。日米合同プロジェクト形成調査のメモランダムとして初めて、被
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援助国政府も署名をしたことはオーナーシップの観点から評価されるが、今回のケース

では、現地で実質的な協調案件の協議を行うよりも、署名をめぐる協議に多大な時間と

労力をとられたとの問題点、反省点が挙げられている。今後、日米協調におけるメモラ

ンダム（案）の位置づけ（特に当事国が中進国である場合）、作成から署名までの責任管轄

部署、JICAの各関係部署及び在外事務所の責任、関与のあり方について検討されるべく、

問題提起がなされた結果となった。

4） 日米実施機関の援助協調の継続態勢

実施が確定したキンタナロー州総合沿岸管理プログラムについては、2002年度案件と

して採択され、現在社会開発調査部において事業化のための準備が進んでいる。また、既

にプロジェクト方式技術協力の開始が決定しているユカタン半島公園管理プログラムに

ついては、森林・自然環境協力部において事業化のための準備が進められており、JICA

事務所担当者とUSAID事務所は定期的な打合せを行い、情報の共有がなされている。こ

のことから本案件群の援助協調の継続態勢は整っているといえる。

（4）援助協調の成果の分析

1） 援助協調の効率性

アンケート結果によると、JICA-USAID援助協調の投入に見合う成果があったかとの問

いに対して、6名の回答者のうち 4名が「成果があった」と回答している。2名は「どちら

ともいえない」と回答し、その理由は、「案件が実施されていないから」ということであっ

た63。本案件群の合同プロジェクト形成調査派遣前は、メモランダムに係る様々な検討が

なされたため、「援助協調に関連する業務量は多く、調整が煩雑であった」とのコメント

があった。形成された案件が実施されたばかりであることから、現時点において、本案

件群の援助協調の効率性について判断することは困難である。

2） 援助協調の妥当性

本案件群の JICA-USAID援助協調は、案件形成・実施に妥当であったといえる。その理

由は次のとおりである。本部においては外務省、USAID「メ」国事務所、JICA本部等それ

ぞれの機関の関係者による検討がなされて、事前の準備が整っていた。また現地におい

ても日米両国大使館、JICA、USAIDの日頃の協力関係が既に存在することから、日本側

63 本調査のアンケート実施中においては、キンタナロー州総合沿岸管理プログラムの開発調査に関する「メ」国政
府からの要請書が未接頭であったが 2002年 3月時点では既に接頭されており、案件は 2002年度で実施されるこ
とが確定した。現在、社会開発調査部において事業化のための準備が進んでいる。
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の体制は整っていたといえる。また「メ」国に対する我が国の援助は、環境分野を援助重

点分野のひとつとしていること、2000年に実施された自然環境保全基礎調査において

「メ」国の生物多様性等に焦点を当てた同分野に関する協力の必要性が認識されたことな

どから、日本側の政策との整合性はあり、またUSAID側の対「メ」国戦略においても、貧

困とともに環境分野が重視されていることからUSAID側の政策との整合性もあったとい

える。現地政府の政策との整合性については、「メ」国政府は国家計画において環境分野

を重要項目としており、環境の国家政策において、環境の再生と回復プロセスを促進す

ることを目標にしていることから、「メ」国政府の政策との整合性もあったといえる。メ

モランダムについてはアンケート回答者 5名全員が戦略の共有をその効用として挙げて

おり、予算確保のための提示資料、双方のインプットの明確化もメモランダムの効果と

認識されている。また、個別案件までメモランダムに含めると、日米双方の合意が困難

になり実質的な内容が希薄になるという理由から、今後メモランダムが活用されるべき

ではないとの回答が1名あったが、3名は引き続き活用されることを支持している。現地

政府のオーナーシップについては「メモランダムに署名したことによって確保された」と

いう回答が多かった。

3） 援助協調の成果

① 互いの不足している部分を補う比較優位を活かした援助形態であったか？

日本が開発調査や案件実施のための専門家派遣を行い、USAIDは傘下のNGOを活用

し、これまでの経験、知見を生かして住民参加、環境教育等での支援をすることになっ

ており、比較優位を生かした援助形態であったといえる。アンケート調査結果におい

ても、6名の回答者のうち5名が協調の効果として比較優位を活かした援助形態だった

と回答している。

② 一方のもつ知識、専門的技術が共有化されたか？また知識の向上があったか？

援助協調に関与した結果、関連の知識の向上があったと回答したのは4名であり、ほ

か 2名は無回答であった。本案件群に関与して新しく習得した知識の内容は次のとお

りである。
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表 3－ 17　習得した知識

知識の種類 新しく習得した知識の内容

USAIDの戦略

USAIDの具体的活動

USAIDの協力形態

日米コモン・アジェ

ンダの一般的知識

自然環境分野の技術

知識

③ ターゲットグループの規模が拡大したか？

現時点では、いくつかの案件の実施が決定された段階であり、まだ実施にいたって

いないことから裨益対象の拡大について具体的に把握できる材料はない。アンケート

回答においてもターゲットグループの規模の拡大については効果と認識している回答

はなかった。

④ 支援のタイミングのずれはなかったか？

本案件群は援助協調の案件が具体的に進んでいないため、現時点で支援のタイミン

グのずれを測ることはできない。

⑤ 成功例の紹介

本案件群での効果的な援助協調の事例を紹介する。

オアハカ社会林業計画プログラムでのローカルNGOとの連携

オアハカ社会林業計画プログラムにおいては、日本人専門家が派遣されて、4つのパイロット村落で共有林の

管理を指導している。現地では実際に林の木を切ったり、植えたり、販売したりするには、登録した林業コン

サルタントが計画書を作成し、州政府の承認を得ることが必要となっているため、日本人専門家が村落住民に

指導しても、林業コンサルタントを雇って、計画書を作成し、州政府に申請しない限り住民は具体的に林に手

をつけられないのが現状である。貧しい住民は、林業コンサルタントを雇用する資金を持たず、日本側協力ス

キームでも現地林業コンサルタントを雇用するようなお金を出すことはできない。そこで解決策として、林業

コンサルタントのうち、NGOと見なせるものに対し、USAIDが資金を出して支援することとなった。

結果、オアハカの林業コンサルタント（ローカルNGO）がUSAIDから資金を得て、日本人専門家が活動して

いるパイロット村落の林業計画策定を行った。これで日本人専門家の活動が具体的な林業計画になり、住民が、

自分たちの林を管理、伐採し、現金収入を得るのが可能となっている。これは JICAとUSAIDが共同でひとつの

問題に取り組んでみて初めて問題として理解され、またその解決策も導き出すことができたという JICA-USAID

協調の成功例といえる。次頁に参考として、この協調のイメージ図を示した。

- 環境分野の協力戦略

- 戦略形成のシステムと戦略実施に係る過程

- パートナーNGOの活動

- 住民参加型の環境保全

- パートナーNGOの活動と協力形態の概要

- 過去の例、歴史的背景

-「メ」国の取り組み方

- 関連する州政府の環境戦略

-「メ」国沿岸の汚染状況
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登録林業コンサルタント

森林委員会組織

助言

指導

林業計画申請
承認

林業計画策定
支援

4 COMMUNIDADES

SEMARNATオアハカ支局

JICA

日本人専門家

パートナー

USAID

WWF
オアハカ
（NGO）

図 3－ 7　オアハカ社会林業計画プログラムにおける JICA-USAID援助協調のイメージ図

（5）JICA-USAID援助協調に係る促進要因と阻害要因

1） 促進要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る促進要因は次のとおりである。

・日米政策レベルでの協調態勢が強力であったこと。

本案件群では、環境分野での日米共通の関心から、「メ」国が合同プロジェクト形成調

査の派遣対象国と選定された。米国側の積極的な協調態勢があり、合同プロジェクト

形成調査派遣前から外務省において日米政策レベルで、協調内容についての検討を

行っている。合同プロジェクト形成調査後まだ日が浅いことから促進、阻害要因を抽

出することは時期尚早と思われるが、これまでの経過において、米国側の積極的な協

調態勢が促進要因であったと思われる。

2） 阻害要因

本案件群の JICA-USAID援助協調に係る阻害要因は次のとおりである。

・メモランダムに関する関係者の認識の相違があったこと。

メモランダムの取り扱いに関して、JICA内部において意見の食い違いがあり、調査団

が現地で実質的な協議を行う時間が削られた。また関係者の事務的な業務が一層煩雑

になった。

（6）USAIDの見解

事前準備が必要であったが、JICA側は協調の主体であるUSAID「メ」国事務所ではなく
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USAID本部と折衝をしており、コミュニケーションが順調だったとはいえない。プロジェ

クト形成調査中は、USAID側には日本側の調査関連の情報が知らされておらず、チーム

ワークがとれていなかった。また、一部のUSAIDの担当者は、合同プロジェクト形成調査

中では、技術チームが地方で案件形成を実施している一方で、JICA、USAID、「メ」国政府

が首都でメモランダムを作成したため、メモランダムの内容が不明瞭すぎ、その後のフォ

ローアップ活動にあまり役立たなかったとの指摘を行った。プロジェクト形成調査後も、

JICA側でのプロジェクト形成及び承認動向については、USAID「メ」国事務所に連絡が十分

に行われておらず、聞き取り調査実施の時点では、JICA側が当初のUSAIDとのとり決めを

守っていないとの厳しい指摘もあった。今後は、合同プロジェクト形成調査を実施する際

には、JICA側団員とUSAID側団員間の情報交換を徹底すべきである。また、JICAとUSAID

双方がNGOを介して協調をする場合は当事者であるNGO自体に JICAまたはUSAIDとの協

調に対応できる状態を整えておくことが必要である。

（7）総　評

本案件群では、現地事務所間で既に援助協調が進められていたことから、日米合同プロ

ジェクト形成調査の実施という日米政策レベルの援助協調の導入が、効果的にそれまでの

援助協調を促進した。本案件群の JICAと USAID双方の援助協調の評価には相違がみられ

る。JICA側はメモランダムに関係した一連の作業が煩雑であったことを阻害要因としてい

るが、USAID側は日米合同プロジェクト形成調査での情報伝達が徹底していなかったこと

で日米のチームワークが良好に働かなかったことを援助協調の阻害要因としている。
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3－ 2－ 6　日米合同プロジェクト形成調査 5案件群の比較分析

本項では、日米コモン・アジェンダ中間レビューとGII中間評価の結果を受けて行われた合同

プロジェクト形成調査 5案件群について、同中間レビュー及び中間評価で指摘された次の項目

に焦点を当てて、比較分析した。

（1）合同プロジェクト形成調査の手法による援助協調の実施

（2）現地での協調態勢を有効活用した現場主導の援助協調の導入

（3）NGOとの連携強化64

（1）合同プロジェクト形成調査の手法による援助協調の実施

GII中間評価では、日米協調において情報交換や人事交流の促進を提言しており、合同プ

ロジェクト形成調査は、それらを実現できる効果的援助協調手法として、その実施が奨励

された。

・合同プロジェクト形成調査の手法の効果

日米が合同で案件形成を行う合同プロジェクト形成調査は、相互の援助協調の認識を

明確にするうえで効果的だということが明らかになった。合同プロジェクト形成調査

とは日米双方が同じ土俵で考えて、互いに補完し合いながら、より良い案件形成をめ

ざす手法である。これを実施した結果、「日米共同での案件形成は相手国政府のコミッ

トを取り付けるのに有利であった」「日米コモン・アジェンダ案件という看板があるこ

とが本部での案件採択に有利であった」等、効果があったとする関係者の意見が多い

ことが明らかになった。いずれの案件群においても「今後も合同プロジェクト形成調

査は継続していくべき」との意見が大勢を占めている。

・合同プロジェクト形成調査の手法の問題点

合同プロジェクト形成調査には、上述のような効果もある一方で、関与する関係者が

多いため、情報交換やロジスティック等、JICA-USAID間の調整が煩雑になる等の問題

点があることも明らかになった。また、「メ」国合同プロジェクト形成調査に関して、権

限が現地に委譲されているUSAIDでは案件形成・実施は在外事務所中心に進められて

いるが、JICA本部は合同プロジェクト形成調査派遣前の情報交換、打合せ等について、

主としてUSAID（ワシントン）本部を通してコンタクトをしてきており、USAID側の対

応をより煩雑にさせる結果となった。異なる言語で誤解も生みやすい環境のなかでの

協議を効果的に進めていくには、互いのコミュニケーションのあり方、情報の共有化

の手段、チームワークの取り方、調査の進め方のルール等、日米の認識を統一するこ

64「GII（地球規模問題イニシアティブ）に関する中間報告書」（1994.4-1997.3）財団法人家族計画国際協力財団（ジョ
イセフ）、1997年 9月参照
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とが肝要と思われた。例外として、バングラデシュの場合のように、第一次に専門的

技術者の現場調査を行い、その調査結果を基に第二次として政策レベルでの協議を

行った場合はこのような両組織間の調整問題が少なかったことが明らかになっている。

（2）現地での協調態勢を有効活用した現場主導の援助協調の導入

GII中間評価では現地事務所間の定期的な会合の開催が提言され、現地の協調態勢の構築

が奨励された。

合同プロジェクト形成調査5案件群のうち、「ザ」国、「タ」国、「バ」国、「メ」国では現地

での JICA-USAID協調態勢が進んでおり、援助協調は終始現場主導で行われた。事前準備と

して協調可能案件のリストアップもできており、調査団への事前情報提供も多く、関係者

間の調整は十分行われた結果、効果的な現場主導の援助協調が実現できたといえる。

一方、「カ」国は現場での日米協調態勢が存在しなかったため、事前準備は煩雑を極め、援

助協調もスムースに進まなかったことから、改めて、現場主導による援助協調の重要性が

浮き彫りにされた。

（3）NGOとの連携強化

GII中間評価では効果的な援助協調の一環として、NGOとの連携強化が奨励された。

本調査の合同プロジェクト形成調査 5案件群における日米合同プロジェクト形成調査団

へは本邦NGO関係者が参団しており、NGOを巻き込んだ協調案件の形成に力をいれてい

る。その結果、どの案件群でも形成された協調案件にはUSAID傘下のNGOとの連携、また

は日本のNGOからの専門家派遣支援等が組み込まれており、開発福祉支援事業、草の根無

償資金協力等の対NGO支援のスキームが多く有効活用されている。
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3－ 3　JICA-USAID／日米援助協調対象案件群の総合評価

本章では、各案件群別の JICA-USAID／日米援助協調のプロセスと成果を分析してきた。ここで

はそのまとめとして、すべての案件群についての援助協調のプロセスと成果を総合分析し、JICA-

USAID／日米援助協調の促進要因と阻害要因を抽出する。本項では JICA側の評価結果にあわせて

USAID側の見解を斜体で挿入した。

3－ 3－ 1　JICA側の援助協調のプロセスの分析のまとめ

対象 8案件群の援助協調のプロセスを分析した結果をまとめると、以下表 3－ 18のとおりに

なる。

表 3－ 18　JICA-USAID／日米援助協調のプロセスの分析結果65

「ザ」国 「タ」国 「バ」国 「メ」国 「ケ」国 「カ」国 「グ」国 「イ」国

対象国選定時

の日米実施

機関レベルの

協調態勢

日米政策

レベルの

援助協調

実施態勢

案件形成時

の日米実施

機関レベル

の協調態勢

日米実施

機関レベル

の援助協調

継続態勢

*NA（Not Applicable）：日米政策レベルからの援助協調導入（日米政府レベルの合意による協調開始、日米合同プロ

ジェクト形成調査派遣等）がなく、現地レベルで始まった協調であったため、政策レベルの援助協調実施態勢につ

いては判定できない。

（1）対象国選定時の実施機関の協調態勢（現場）

対象国選定時においては、「ザ」国、「タ」国、「バ」国、「メ」国、「ケ」国では、現地 JICA

事務所、USAID事務所、日本大使館の間で既に協調関係があったことから、援助協調対象

既に協調の実績があった 協調の実績はなかった

効果的であった NA* 効果的であった
効果的で

なかった

援助協調案件形成のための調査、情報交換が精力的に行われた。

整っている 整いつつある
協調

終了

協調

終了66

65 第 1章　表 1－ 1　援助協調のプロセスの分析フレームを参照のこと
66 本評価対象案件群での協調は終了したが、別案件で“マナド珊瑚礁管理”においてUSAID傘下のNGOを通した
援助協調の可能性がでている。現在は開発調査“インドネシア国北スラウェシ地域珊瑚礁管理計画調査”が行わ
れており、その後に具体的な協調案件が検討される見通しである。



-  98 -

平成 13年度　JICA-USAID援助協調評価報告書

国と選定されており、よって実施機関の協調態勢は整っていたといえる。一方、前述した

とおり、「カ」国、「グ」国、「イ」国の案件群は援助協調対象国と選定される以前は、現場で

の協力実績がなかったため、実施機関の協調態勢は整っていなかったといえる。

（2）日米政策レベルの態勢

表3－ 18が示すように、対象8案件群のうち、「ザ」国、「タ」国、「バ」国、「メ」国の案件

群は援助対象国での JICA-USAID協調関係が既に存在しており、そこに合同プロジェクト形

成調査という日米政策レベルによる援助協調導入があったことで、現場での援助協調案件

形成・実施が効果的に行われた。「カ」国、「グ」国の案件群の場合は、援助協調が導入され

るまで現場での JICA-USAID援助協調実績がなかったものの、合同プロジェクト形成調査で

形成された案件が具体的であり、また合同プロジェクト形成調査実施によって現地USAID

事務所との協調関係が構築される結果となった。よって、これらの国々における日米政策

レベルの援助協調実施態勢も効果的であったといえる。一方で、「イ」国の場合は援助協調

対象国と選定される以前には JICAと USAIDの「イ」国事務所間では連携関係はなく、日米

ともに政策レベルと実施機関レベルの連携が十分にとられておらず、日米政策レベルは具

体的な協調の枠組みを設定できない状況で援助協調案件の形成を実施機関に委ねており、

その意味で、日米政策レベルによる援助協調の導入は効果的ではなかったといえる。「ケ」

国の場合は、日米政府レベルの合意による協調開始、日米合同プロジェクト形成調査派遣

などの政策レベルの援助協調導入がなく、すべて現地の日米両大使館、JICAとUSAID事務

所間で協調関係が構築され案件形成がなされたため、政策レベルの援助協調実施態勢につ

いては、ここでは判定不可能である。

（3）協調案件形成時の実施機関の協調態勢

対象国選定時での協調態勢にかかわらず、いずれの国においても、援助協調対象国と選

定されてからは、協調案件形成のため、現場では JICA事務所、USAID事務所、日本大使館

等の関係機関による情報交換が行われ、合同プロジェクト形成調査派遣のための本部への

情報提供など協調案件構築のための努力が積極的になされた。「ケ」国の場合は、本部から

の調査団派遣はなかったものの、在外プロジェクト形成調査を実施し、協調案件形成のた

めの戦略づくりがなされるなど、現地事務所間で協調態勢の強化が図られた。

（4）実施機関の協調継続態勢

「ザ」国と「タ」国では援助協調を担当する専門家によって案件のフォローアップがなさ

れ、USAID事務所との情報交換を行っているため、協調継続態勢は整っているといえる。
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「ケ」国においては、援助協調担当の専門家はいないものの、援助協調担当の事務所員と、

同国における日米援助協調に長年携わり経緯等をよく把握しているナショナルスタッフに

よって協調継続態勢が整いつつある。また、「カ」国と「メ」国の場合は、それぞれ企画調査

員、事務所員によって協調案件のフォローアップとUSAID事務所との情報交換が行われて

おり、ここでも協調継続態勢が整いつつあるといえる。一方、「バ」国ではJICAとUSAID双

方の援助協調担当者の異動後は現地事務所間の意見交換等は継続されていないが、JICA事

務所では政策アドバイザー専門家によってドナー協調をフォローしていくことが検討され

ており、USAID事務所においても後任の担当者が派遣される予定であり、今後両事務所間

で協調関係の立て直しが図られる見通しである。

「グ」国では協調案件として形成された案件が終了した現在では、協調は継続されておら

ず、協調関係は終了した状態にある。「イ」国では、具体的な日米協調の接点がない状態で

協調プログラムは終了しているため、ここでも協調関係は終了しているといえる67。

（5）援助協調のプロセスに関するUSAID側の見解

「イ」国、「ケ」国、「グ」国の案件群は、日米コモン・アジェンダ開始後、試行錯誤を重ね

て協調案件を形成し、援助協調に取り組んだ。特に「イ」国と「ケ」国においては、日米の協

調実施機関レベルの関係者が、前例のない状況下で効果的な協調のあり方を模索した。一

方「グ」国の場合は具体的なプロジェクトにはつながらなかったが、日米が協力し当時あま

り重要視されていなかった女子教育に取り組むことで、同課題に対する「グ」国政府の強い

関心を引き出すことに成功した。「ザ」国では JICAと USAIDの協調関係は 1990年初期から

開始されていた。JICA事務所、日本大使館、USAID事務所間の良好な連携関係には長い歴

史があったため、1998年に JICAと USAIDの日米合同プロジェクト形成調査団が派遣され

たときには、これまでの良好な連携関係が促進され協調を後押しする結果となった。「ザ」

国のケースは JICA-USAID援助協調の模範的ケースと見なされている。

「ザ」国に合同プロジェクト形成調査が派遣されたのち、2000年と 2001年には日米合同プ

ロジェクト形成調査は、USAID事務所と日本大使館においては協調の関係が既にあり、協

調案件下では、ポリオワクチン供与、コールドチェーン機材供与などが行われていた。「タ」

国も「ザ」国に次ぐ JICA-USAID援助協調の模範的ケースである。「タ」国合同プロジェクト

形成調査ではこれまでの合同プロジェクト形成調査の教訓を取り入れ、事前準備を整えた

ため日本側の決裁は迅速に行われ、合同プロジェクト形成調査が現地での案件形成・実施

を促進した。一方「カ」国、「メ」国ではこれまで日米合同プロジェクト形成調査で検討され

67 最新の情報として、「イ」国においては、新しい案件でのUSAIDとの協調が検討され始めているが、現段階では、
協調が再開される状態には至っていない。
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た案件がまだ実施されていない状況である68。

日米コモン・アジェンダ開始直後に比べて、JICAとUSAIDの協調プロセスのあり方がか

なり確立されてきており、現在合同プロジェクト形成調査は、JICAとUSAIDの協調分野を

模索する手段として用いられている。しかしながら、合同プロジェクト形成調査が実施さ

れた国の過半数において、合同プロジェクト形成調査は非常に時間がかかるプロセスと見

なされており、プロセスの明確化、迅速化が望まれている。同様に、合同プロジェクト形

成調査後のフォローアップ・メカニズムのあり方を双方で確立する必要があるとの要望も

過半数の合同プロジェクト形成調査実施国で確認された。

（6）総　評

「ザ」国と「タ」国については JICA、USAID双方が援助協調の成功例として認識している。

しかし「ケ」国については、JICA側の見解では米国側が JICAプロジェクトに対して現地ス

タッフの技術支援をして補完していることから協調の成果があったと認識されているが、

USAID側の見解では、支援スキームの異なる二つの組織がそれぞれの案件を実施したので

あり、これらを協調の成果と見なすのは困難であるとしている。また「グ」国については

USAID側の見解では成功例として認識されているが、JICA側では協調案件の実施のみにと

どまっており、現時点で協調が継続していないことから成果はあまりなかったと認識され

ている。「イ」国については JICAと USAIDでは見解が一致しており、具体的な協調関係が

必ずしも十分構築されずに協調プログラムが終了したことから、当該案件では成果がな

かったと認識されている69。「カ」国については現時点での協調関係を図ることが困難であ

るという点で JICAと USAIDの見解がほぼ一致しているが、「メ」国については、前述した

とおり、JICAと USAIDの見解に相違がある。

3－ 3－ 2　援助協調の成果の分析のまとめ

今回の調査により明らかになった援助協調の主な成果は、援助協調を通して JICAとUSAID双

方の比較優位を活かした補完的支援が可能になり、JICAまたはUSAIDがそれぞれ単独では成し

得ない規模と内容の支援が実施できたことであるといえる。

68「メ」国については、JICA側では、オアハカ社会林業計画プログラムにてUSAIDとの連携活動が既に実施されて
おり、また、首都圏環境改善プログラムでも環境研究研修センターにUSAIDが講師を派遣した実績があること
から、USAIDとの見解が異なっている。

69 前述したとおり、本評価対象案件群での成果は確認できなかったが、別案件で“マナド珊瑚礁管理”において
USAID傘下のNGOを通した援助協調の可能性がでており、本評価対象案件群の副次的効果といえる。
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（1）JICA-USAID援助協調で発現した想定されたプラスの効果

1） 比較優位を活用した支援形態

① スキームの制約の補完：機材供与（JICA）とローカル NGOの技術を活用した支援

（USAID）

USAIDの支援形態では、供与機材は米国製のものでなければならないという制約が

あるのに対し、日本は現地のニーズにあった機材を、国を問わずに調達することが可

能である。一方で、日本が途上国を支援する場合、消耗品、給与等の運営費を支援す

ることはできないという制約があるのに対し、USAIDのスキームでは運営費支援が可

能である。このようにUSAID側に制約のある機材供与を JICAが補完し、USAIDが得

意とするローカルNGOを活用した技術支援を組み合わせることによって、双方のイン

プットが効果的に活用される支援形態が生み出された。また、本調査において具体的

な事例はなかったものの、日本が得意とするインフラ整備への支援とローカルNGOの

技術を活用したUSAIDの支援の組み合わせも効果的な支援形態として有効であり得る

とUSAID側は認識している。

聞き取り調査によると、JICAの開発支援の歴史が浅く開発援助が欧米主導で実施さ

れている「ザ」国・「タ」国等アフリカ諸国においては、JICA単独で機材供与・地方への

配布を行うよりも、地方への機材配備の体制ができているUSAID傘下のNGOと連携

し、また機材の維持管理は、米国系NGO／コンサルタント会社の専門家（ロジスティッ

クマネジメント）が行うという支援形態が有効である。JICA単独による支援では、同

様の協力を行うことは困難であったと認識されている。この比較優位を組み合わせた

援助協調の例は、「ザ」国、「タ」国で成功している。

② 支援対象の得意分野―対政府支援（JICA）と対NGO支援（USAID）

二国間援助の支援形態をとる日米両国ではあるが、日本は相手国政府への直接支援

であり70、米国は米国系NGO／コンサルタント会社を通して直接現地のNGOを支援す

る形態をとることが多い。したがって、USAIDは、NGOを通しての草の根レベルでの

活動においては優位に立つが、相手国政府関係者との人間関係構築については、常に

対政府で活動を進めている JICAが優位に立っており、これが対政府との交渉の場面で

も優位に作用する。両組織のこのような比較優位の組み合わせは、特に「バ」国、「タ」

国、「カ」国、「メ」国において有効に活用された。

70 開発福祉支援事業、開発パートナー事業においてはNGOと契約を結ぶが、相手国政府の承認が必要である。
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③ 専門技術の得意分野―結核（JICA）とエイズ（USAID）

「カ」国における日米合同プロジェクト形成調査では、日本が得意とする結核対策と

USAIDが得意とするエイズ対策の知識と技術が効果的に活用される協力形態を組むこ

とができた。感染症対策でのこの比較優位は互いの知識の向上に貢献し、援助の相乗

効果を高めている。

2） 知識の共有／向上

JICA-USAID援助協調の成果として想定されたプラスの効果には、両組織による知識

の共有／向上も挙げられる。本調査の対象案件群関係者に対して、援助協調による知

識向上の状況について質問をしたところ、全体で 80％以上の関係者が「援助協調に関

与して何らかの知識の向上があった」と答えている。また、「ケ」国では日米コモン・ア

ジェンダ調整委員会において JICAプロジェクト方式技術協力専門家とUSAIDが支援

するNGOの研究者が互いの活動を紹介し合うことによって新しい知識を得、またエイ

ズの検査に関する研究成果へのフィードバックを受けるなどの効果があった。「カ」国

では結核対策に実績のある JICAプロジェクトが、NGOを活用したUSAIDの結核の活

動に助言をし、互いに調整を行いながら国家結核対策計画に準じた活動をしている。

3） ターゲットグループの規模の拡大

JICA-USAID援助協調によるターゲットグループの規模の拡大は「1）比較優位を活用し

た支援形態」と密接に関係している。特にUSAID傘下のNGOと連携することによって、

JICA単独ではカバーできない裨益対象へのアプローチが可能となった。いずれの対象案

件群からも、比較優位に関連したターゲットグループの拡大が効果的に図られた成功例

が明らかにされている。

（2）JICA-USAID援助協調で発現した想定されなかったプラスの効果

想定されなかったプラスの効果として次のことが挙げられた。

1） JICA-USAID援助協調という「看板」が JICA活動の広報・宣伝に貢献したケース

・日米コモン・アジェンダという看板のもとに JICAとUSAIDが協調して案件を実施して

いることで、ドナー関係者間での JICAのプレゼンス向上に役立っている（「タ」国）。

・USAIDに対して日本の援助スキームの詳細説明をしたところ、他の（欧州）ドナーも日

米協調、JICAの協力形態に理解を示しはじめている（「ザ」国）。

・日米双方による同一の現地NGOへの支援において、同NGOがサービス対象に、JICA

及びUSAIDのロゴマーク入りの啓蒙活動用キットを広く配布しているため、地元関係
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者間における JICAのプレゼンス向上に役立っている（「ザ」国）。

・USAIDとの援助協調により JICAが初めて実施したWID案件ということで、日本の援

助の好例として日本政府（外務省）の広報に活用された（「グ」国）。

2） JICA-USAID援助協調が、JICAプロジェクトの質の向上に貢献したケース

・JICAプロジェクト方式技術協力において、活動の一部にUSAIDとの援助協調が組み入

れられたことをきっかけに、プロジェクト方式技術協力の専門家がプロジェクトの

Weekly Reportを、USAIDをはじめとするドナー機関、NGO、「カ」国政府関係者、JICA

プロジェクト関係者等にインターネットを活用して送付するようになった。インター

ネットを通したこれら情報提供は、JICAプロジェクトとUSAID及びその傘下のNGO

による情報交換の場へと発展した。この結果、これら関係者間で良い協力関係が構築

され、JICAプロジェクトで開催するセミナーやシンポジウムに、USAIDやその傘下の

NGOから関係者が参加するようになり、JICAプロジェクトの質の向上に貢献している

（「カ」国）。

・日米双方による同一の現地NGOへの支援において、「日米協調案件」という看板によ

り、地元関係者による同NGOの活動への認知度・協力体制が改善され、より効果的な

活動が可能となった（「ザ」国）。

・日米コモン・アジェンダという看板の下で活動するプロジェクト方式技術協力カウン

ターパートの活動意欲を高めた（「イ」国）。

3） JICA-USAID援助協調が相手国政府のコミットメント向上に貢献したケース

・日米二大ドナーの協調は、現地政府のコミットメントを取り付けることに効果的で

あったと同時に、他の外国ドナーからも前向きな承認を取り付けることができた

（「タ」国、「ザ」国）。

・日米二大ドナーの協調はセミナー開催などでの現地政府関係者の自主的な活動を促し

た（「グ」国）。

4） その他

・合同プロジェクト形成調査が感染症イニシアティブの布石となった（「カ」国）。

・JICAと USAIDの事務所間の個人的な人間関係の構築が行われ、JICAと USAIDの相互

理解が一歩進んだ（「タ」国）。
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（3）JICA-USAID援助協調で発現した想定されなかったマイナスの効果

JICA-USAID援助協調の実施において、想定されなかったマイナスの効果としては、

USAID側から次の点が指摘された。

・JICAとUSAIDでは開発援助スキーム、予算サイクル、意思決定に関して異なる点が多く、

援助協調には多大な労力と時間が費やされる結果になった。そのため、USAID側関係者

の協調への意欲が低減した（「カ」国、「メ」国、「バ」国）。

・日米合同プロジェクト形成調査で調査中の協議、視察を進めていくうえで、日米双方の

コミュニケーションが円滑に行われなかったことから、USAID側関係者の協調への意欲

が低減した（「メ」国）。

・JICAとUSAIDではフォローアップ・メカニズムに対する認識が異なるため、日米合同プ

ロジェクト形成調査は必ずしも日米協調を促進する触媒（手法）とはならなかった（「カ」

国、「メ」国）。

3－ 3－ 3　援助協調の促進要因と阻害要因

既述の、援助協調のプロセス／成果の分析結果より、援助協調を促進した要因と阻害した要

因を以下のとおり抽出した。

（1）JICA-USAID援助協調の促進要因

・JICA援助協調に携わった、専門性を有する調整員（企画調査員、在外専門調整員、専門

家等）による日本の援助スキームの熟知と、USAID側担当者に対する日本の援助スキー

ムの周知

促進要因として特に注目されたのは、JICA援助協調担当者（企画調査員、政策アドバイ

ザー専門家等）が日本のスキームを熟知しており、それらスキームをUSAID側担当者へ

周知させていたことである。例えば「ザ」国では、援助協調担当専門家が派遣前に無償資

金協力部で業務する機会を得て無償のスキームを熟知していたため、その知識をもって

USAID側担当者に我が国無償資金協力について詳細な説明をしたことによって、USAID

との案件形成の協議が促進されている。

USAID側からも、JICA援助協調担当専門家の活動が、協調を促進した大きな要因として

挙げられており、協調対象国には該当の専門家もしくはナショナルコンサルタントを配

置し、セクターの分析を踏まえて援助協調を促進することが必要と指摘された71。

71 ナショナルコンサルタントの有効活用については、日本側関係者から次のようなコメントもあった。「複雑な日
本の支援スキームを理解し、本部とのコミュニケーションも対応するには日本人でなければ困難である。ナ
ショナルコンサルタントを活用するには、日本での研修に派遣するなど、彼らの業務能力向上の機会を設定す
ることが必要である。」また、米国側では言語が日本側と共通（英語）であることからナショナルコンサルタント
活用の弊害はないが、日本の場合は彼らの活用による弊害も十分考慮する必要がある。
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・援助協調の戦略の共有

援助協調の戦略（援助対象国において、どのような分野／手法で援助協調を実施するかと

いうプラン）を JICA-USAID共同で立てたことも、援助協調を促進した要因といえる。例

えば、「ケ」国ではGII重点国に選定されてから、JICA/USAID現地事務所間で共同調査を

行い、「援助協調案件の形成・モニタリング・評価は両国合同で行い、案件実施は個別に

行う」という援助協調の共同戦略を策定したことが、結果として効果的に機能した。

・USAID事務所との人間関係の構築

どの案件群でも、JICA-USAID援助協調が効果的に行われている時には、お互いの在外事

務所が定期的なコミュニケーションの機会をもち、良い人間関係を構築していることが

明らかになっている。このような「人間関係構築が、JICA-USAID援助協調の促進の鍵と

なる」ことが、大勢の関係者により指摘されている。

・日本、米国双方の政策上の重点国としてのコミットメント（GII）の相乗効果

保健分野対象の案件群については、援助協調の促進要因としてGIIとの相乗効果が挙げら

れる。「バ」国、「ケ」国、「タ」国では、GII重点国となった時点から、JICA-USAID援助協

調の基礎体制づくり（USAID事務所との定期的なコミュニケーション等）が始まっていた

ため、その後の援助協調実施がスムーズに行われた。またGIIで奨励されているNGOと

の連携についても、「バ」国などでは開発福祉支援事業の導入が早くから行われていたこ

とが、その後の援助協調を効果的に進める布石となった。

（2）JICA-USAID援助協調の阻害要因

・日米政策レベルと実施機関レベルの援助協調の具体的な枠組みに対する認識の相違

日米政策レベルと実施機関レベルの援助協調の具体的な枠組みに対する認識が異なって

いたため、実施機関レベルで効果的な日米協調の枠組みを構築するこができなかったこ

とが、阻害要因として特に注目された。例えば「イ」国では、援助協調案件が開始される

まで、日米間で援助協調の接点を探るためのもろもろの調査実施に約 3年間が費やされ

たが、日米政策レベルと実施機関レベルの援助協調の具体的な枠組みに対する認識が異

なり、結局援助協調の接点を特定できないまま、協調プログラムは終了している。

・援助協調に対する JICA関係者の認識の相違

JICA組織内での援助協調に対する認識が統一されていないことも、援助協調の阻害要因

として挙げられた。援助協調関係者が、「セクターワイドが浸透している状況での二国間

の協調がどうして必要なのか理解できない」「日米コモン・アジェンダは概念では理解で

きるが、具体的な個々の業務にどのように影響してくるのか分からない」等の疑問を抱い

ていたことが明らかになっている。また、協調案件となったプロジェクト方式技術協力
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で活動している専門家からは、「援助協調により活動内容が増えて現地業務費が必要にな

るにもかかわらず、予算の補充がないのは問題であり、本部はそれなりの柔軟な対策を

工作すべきではないか」とのコメントを得ており、このことも、JICA関係者間で援助協

調に対する認識が一致していないことを示唆する 1つの例といえる。

・意思決定のスピード、メカニズムの相違による支援のタイミングのずれ

保健医療分野で JICAが USAIDと連携した場合、両機関の技術支援と並行して JICAの機

材供与が行われることが協調の効果をあげており、実際の現場レベルの協議からもこの

ような形の協調案件が提案されるケースが多い。しかし、USAIDは、在外事務所に権限

があり短時間に意思決定ができるのに対し、JICAの場合は、権限が本部に集中している

ため意思決定に長い時間が必要とされ、これが JICA-USAIDによる支援のタイミングにず

れを生じさせ、結果として援助協調を阻害したことが明らかになっている。

この問題は、USAID側から援助協調を効果的にするためには第一に改善すべき点として

指摘されている。

・本部の援助協調フォローアップ体制の不備

案件採択の権限が本部に集中している現行の JICAのシステムのなかでは、本部からの支

援がなければ協調案件の形成、実施は困難である。そのような状況のなか、本部の援助

協調フォローアップ体制に以下のような不備があることが原因となって、援助協調が阻

害されたことが明らかになっている。

1. 責任監督部署が不明瞭である。

2. 協調案件の決裁に時間がかかる。

3. 本部関係部署間の連携関係がとれていない。

・人事異動等による JICA-USAID／日米援助協調担当者の交代

人事異動等による JICA-USAID／日米援助協調担当者の交代に際し、業務引き継ぎが十分

行われなかった場合に、援助協調の各種取り組み（定期会合・情報交換等）が行われなく

なることも援助協調の阻害要因として確認された。例えば「バ」国では、日本大使館、JICA

事務所、USAID事務所における援助協調担当者全員が、ほぼ同時期に異動し、また JICA

側においては日米協調を担当する企画調査員が派遣されなかったことが主な原因となっ

て、それまでの取り組みが行われていないと指摘されている。

・JICAと外務省の不明瞭な役割分担

USAID側から、現地での協調を進めるにあたって JICA事務所と日本大使館の役割、責任

分担が明確ではなく、協議での混乱を招くことがあると指摘されている。JICA事務所と

日本大使館の責任、それぞれの本部との関係・役割等を明示したDirectoryを作成するな

どして外部に理解してもらう必要があるとの提言がなされた。
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・対象国のセクターへの理解不足

USAID側では、日本側は対象国、対象分野のニーズや現状についての分析を適宜行って

いないと認識されており、人手不足を理由にドナー会合やテクニカルな議論に積極的に

参加しているとはいえないので、日本のスキームを効果的に活用した支援を企画するこ

とができていないと指摘されている。セクター分析は不可欠でありタイムリーに現状を

把握しておくことが必要であると提言がなされた。
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第 4章　今後の JICA-USAID／日米援助協調に係る教訓と提言

第 3章では、対象案件群別の JICA-USAID／日米援助協調のプロセスと成果を評価し、JICA-

USAID援助協調に係る促進要因と阻害要因を抽出した。本章では、今回の評価から学んだ教訓と、

今後の援助協調をより効果的に実施するための提言を導き出す。また、JICAと USAIDの援助協調

に対する認識を相互に確認するために、本章ではUSAID側の見解も挿入し、斜体で示した。

4－ 1　JICA-USAID／日米援助協調から得られた教訓

援助協調の有効性

教訓 1．

日米双方の支援の比較優位を有効活用することによって、一方の機関だけでは成し得ない規

模及び内容の支援が可能になり、より効率的なODAの実施に結びついた。

同教訓はUSAID側の見解でも、同様に認識されている。

教訓 2．

USAIDによる援助実施手法を学んだ結果、日本の援助の利点や問題点が明らかになり、これ

からの援助の質を高めるために有効であった。

JICA-USAID／日米援助協調は、お互いの国、組織の援助実施手法についての理解を深め、互

いの利点を取入れて、援助の質を高め合うために有効な手段であるといえ、効果的・効率的

な援助実施に有効である。

協調への取り組み姿勢

教訓 3．

SWAPsや PRSP等の新たな援助の環境下において、日米援助協調の必要性と目的について、関

係者間の認識が統一されていなかったため、関係者によって協調への取り組み姿勢が異なり、

協調の進捗が左右された。

同教訓はUSAID側からも指摘された。

教訓 4．

JICAとUSAIDが協調するという熱意をもって取り組み、問題を前向きに検討する姿勢が重要

である。

効果的な援助協調のためには、JICAとUSAIDの組織体制の違いを理解し、かつその違いを有

効活用して、援助協調を促進する前向きな考え方が重要であるとUSAID側から示唆された。
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意思決定のプロセス

教訓 5．

効果的な JICA-USAID援助協調のためには、USAIDとの協調を阻害した JICAの組織体制上の

問題点について検討し、是正する必要がある。

（1）JICA内におけるプロジェクト形成、実施の権限、予算、人員採用等の権限が中央（東京

本部）に集中しているため、決裁に時間がかかり、支援のタイミングにずれが発生するこ

とがある。USAID側からは、権限の現地への委譲は今後の援助協調を効果的に進めるた

めの必須条件と指摘されている。

（2）単年度制のため、年度をまたがっての長期的援助協調のコミットができない。

（3）現地における日本の援助機関（日本大使館、JICA事務所、JBIC事務所等）の役割分担が

USAID側から見ると不明瞭であることが指摘された。

日本の援助機関の役割分担を明確にするとともに支援タイプ別の担当者を明記した案内

（Directory またはHandbook）を作成することがUSAID側から示唆された。

（4）草の根無償資金協力や、開発福祉支援事業等は申請手続きが複雑である。

草の根無償資金協力や、開発福祉支援事業等はUSAID傘下のローカルNGOを効果的に

活用するスキームとしてUSAID側から歓迎されている。しかし、申請手続き等が煩雑で

あるため、今後はこれらの支援スキームへの申請手続きを米国系NGOに対しても分かり

やすく平易にすることが示唆されている。

対象分野の専門性（人材育成）

教訓 6．

現地における援助協調を促進する立場の人材（企画調査員、政策アドバイザー専門家等）の存

在が、効果的な援助協調を促進した。

USAID側からは JICA、USAID双方は日本大使館、JICA事務所、USAID事務所間の定期的会

合で情報交換を行い、友好的な人間関係を構築するために現地事務所に協調担当専門家（また

は同等の役割を担うナショナルコンサルタント）を配置することが示唆された。

教訓 7．

JICA職員のなかでも、Generalist だけでなく専門家の養成を促進する必要がある。

USAIDでは職員が専門性を生かせる人材配置で活動している場合が多いが、JICAでは、専門

のバックグラウンドをもつ職員が、その専門性を生かし伸ばすような人事システムになって

おらず、どちらかといえばGeneralist を養成することに重きが置かれている。しかしながら、

USAIDと対等の立場での効果的な協調を続けていくためには、各分野、各地域の専門家をよ
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り多く養成する必要がある。

協調メカニズム

教訓 8．

JICA-USAID現地事務所は、現地のニーズを的確に把握しており、より適切な協調戦略を立て

ることができる。

したがって、JICA-USAID現地事務所主導（現場主導）により協調を実施することが効果的で

ある。

これと関連して、USAID側からは合同プロジェクト形成調査派遣前に現地事務所レベルで候

補案件を作成し、派遣された調査団はその候補案件を基に協議を行う体制をつくることが提

案されている。

教訓 9．

JICAは援助協調対象国の対象セクターの分析を実施し、該当セクターのニーズを把握し、効

果的な日本の支援を常に認識していることが必要である。

このためには、援助協調担当者（または同様の立場にあるナショナルコンサルタント）はド

ナー会合、各分野のテクニカルな議論には必ず出席し、常にセクターの現状を把握している

ことが必要である。

教訓 10．

JICAとUSAIDの援助協調の実施について、双方共通の認識の下での、効果的な実施システム

が確立されていない。

協調の実施システムについて両国間で検討を深め援助協調の確認文書としてのメモランダム

の位置づけ、合同プロジェクト形成調査実施の日米両国間のルール、援助協調評価方法、援

助協調体制の変更・終了に係るルール等を明らかにした公式文書を確立していく必要がある。

同教訓はUSAID側の見解でも指摘されている。

教訓 11．

合同プロジェクト形成調査による援助協調過程を一貫してフォローアップする体制が確立さ

れていない。

本評価により、援助協調における合同プロジェクト形成調査の有効性が確認された。しかし

ながら、合同プロジェクト形成調査に参加した調査団の知見が、その後の協調案件形成・立

案・実施に有効活用されていないケースが多いことが明らかになっている。
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同教訓については、協調対象国別に、フォローアップ体制をつくり、協調の進捗をモニター

していくことが重要とUSAID側からも指摘されている。

教訓 12.

援助協調のこれまでの経験、知見が有効活用されていない。

本調査で明らかになったとおり、既に実施された援助協調事例から学ぶべきことは多い。し

かしながら、これら貴重な経験を、関係者で共有し今後の援助協調に生かしていくシステム

が JICA内に存在していない。プロジェクトリーダー会議、調整員会議も廃止されている現在、

援助協調の経験を共有できるようなシステムの確立が必要である。

NGOの育成

教訓 13．

USAIDとの援助協調にNGOとの連携を強化していくことが効果的であることが分かった。

NGOとの連携を推進していくために、米国系のNGOだけでなく、日本のNGOが参加できる

機会を増やしていくことが必要である。

4－ 2　効果的な JICA-USAID／日米援助協調のための提言

今回の調査により、JICA-USAID／日米援助協調は非常に有効な援助手段であるが、その効果的

実施にはいくつかの条件を満たすことが必要であることが明らかになった。ここでは、前項で述

べた、JICA-USAID／日米援助協調に係る教訓を、（1）短期的に実施可能なものと、（2）長期的な議

論と政策的な決定が必要なものに分けて整理し、以下表 4－ 1に提言として記する。ここでも

USAID側独自の提言は斜体で示した。
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表 4－ 1　効果的な JICA-USAID／日米援助協調のための提言

短期的に実施可能な活動 長期的な政策議論が必要な活動

・援助協調の必要性と目的について JICAの方針を再定

義し、協調に携わる関係者の認識を統一する。

・対象国の JICA事務所内に援助協調の担当者を配置す

る。

現地で援助協調を継続的にフォローする体制をつく

り、専門性を有する調整員（企画調査員、在外専門調

整員、専門家等）を配置する。また、ナショナルコン

サルタントを有効活用し、援助協調に係る Institutional

Memoryが継続する体制をつくる。

・在外事務所に赴任する援助協調担当者に対して援助協

調の研修を実施する。

・現地事務所主導により協調を実施する。

・援助協調対象国、対象分野を選定する。

・在外大使館との協力体制を構築する。

・対象国別に援助協調の戦略を策定する。

援助協調対象国の現地事務所主体で、USAIDとの共同

で援助協調に係る共同戦略を策定する。

・現地セクター分析を実施し、セクターのニーズと現状
を把握する（USAIDのセクター分析を共有する）。

・援助協調の効果的な手法を具体化する。

メモランダムにタイムフレームを導入し、協調のスケ

ジュールを添付し、フォローアップ時期を設定し、協

調の成果を明確にする。

・「援助協調の成功事例集」を作成し、関係者に配布す

る。

これまでの援助協調の成功事例をまとめた手引書を作

成し、現地の援助協調担当者、所員に配布する。

・援助協調の成功例を一般国民に宣伝する。

効果的な援助協調の実例を、国民に対しても広く宣伝

し、理解を得る。

・JICA組織体制改革を検討する。

－JICAと外務省の役割分担の明確化

－権限／予算枠の現地事務所への委譲

－事務所管轄の現地業務費の拡大
－決裁プロセスの円滑化（無償資金協力案件の手
続きの簡略化）

－現地における日本の援助機関の業務体制を分か
りやすくするためのDirectoryの作成

－現地業務拡大に見合った人員配置

－JICA本部所轄部／現地事務所の役割分担

－単年度予算制度

・職員の専門性を活かした人員配置をする。

・JICA-USAID間、USAID傘下のNGOと日本のNGO

の人材交流を奨励する。

JICA-USAID間の人材交流を奨励し、USAID傘下の

NGOと日本のNGOや JOCV等の、開発援助で活躍

する人材を対象とした人材交流を推進する。

・国別・セクター別アプローチに関する作業部会に

おいて援助協調を検討項目に取り入れる。

本部において援助協調を効果的に行っていくため

の対策を検討する。

・各案件群での成功例、援助協調に有効な情報を

シェアするシステムを確立する。

JICA本部に情報交換室を設置し、事例紹介、問題

提起の場とする。またインターネットにも援助協

調に関する情報交換のサイトを設け、議論の場と

する。

・日本の開発援助の仕組みを JICAのホームページに

掲載、広く他ドナーにも公表する。

草の根無償、開発福祉支援等の援助協調に有効活
用されるスキームの概要を簡潔にした資料を作成
する。

・USAIDとの援助協調案件に日本のNGOが参加でき

る機会を増やし、日本のNGOを育成する。

日本のNGOが活動しやすい環境設定をする。
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表 4－ 2　JICA-USAID／日米援助協調から得られた教訓

関連分野 教訓（成果と問題点） 提　　言
―より効率的なODAの支援形態として、援助協調を推進する。

―新しい援助の動向のなかでの日米援助協調の必要性と目的について、
JICAの方針を再定義し、協調に携わる関係者の認識を統一する。

―JICA組織体制改革を検討し、必要に応じて是正する。
JICAと外務省の役割分担
権限・予算枠の現地事務所への委譲
事務所管轄の現地業務費の拡大
決裁プロセスの円滑化（特に無償資金協力案件手続きの簡略化）
業務体制のDirectoryの作成
現地業務拡大に見合った人員配置
本部所轄部／現地事務所の役割分担の明確化
単年度予算制度の改善

―対象国の JICA事務所内に援助協調の担当者を配置する。
現地で援助協調を継続的にフォローする体制をつくり、職員以外の担
当者（専門家、企画調査員等）を配置する。また、ナショナルコンサル
タント等を有効活用し、援助協調に係る Institutional Memoryが継続する
体制をつくる。

―在外事務所に赴任する援助協調担当者に対して援助協調の研修を実施
する。

―職員の専門性を生かした人員配置をする。
―JICA-USAID間の人材交流を奨励する。

教訓 1．
日米双方の支援の比較優位を有効活用することによって、一方の機関だ
けでは成し得ない規模及び内容の支援が可能になり、より効率的なODA
の実施に結びついた。
教訓 2．
USAIDによる援助実施手法を学んだ結果、日本の援助の利点や問題点が
明らかになり、これからの援助の質を高めるために有効であった。
教訓 3．
SWAPsや PRSP等の新たな援助の環境下において、援助協調の必要性と目
的について、関係者間の認識が統一されていなかったため、関係者によっ
て協調への取り組み姿勢が異なり、協調の進捗が左右された。
教訓 4．
JICAとUSAIDが協調するという熱意をもって取り組み、問題を前向きに
検討する姿勢が重要である。
教訓 5．
効果的な JICA-USAID援助協調のためには、USAIDとの協調を阻害した
JICAの組織体制上の問題点について検討し、是正する必要がある。
（1）権限の現地委譲
（2）長期的援助協調のコミット
（3）日本大使館と JICA事務所の役割分担の明瞭化
（4）草の根無償、開発福祉支援等の申請手続きの簡略化

教訓 6．
現地における援助協調を促進する人材（企画調査員、政策アドバイザー専
門家等）の存在が、効果的な援助協調を促進した。

教訓 7．
JICA職員の中にも、Generalistだけでなく専門家の養成を促進する必要が
ある。

援助協調の有
効性

協調への取り
組み姿勢

意思決定のプ
ロセス

対象分野の専
門性（人材育
成）
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教訓 8．
JICA/USAID現地事務所は、現地のニーズを的確に把握しており、より適
切な協調戦略を立てることができる。

教訓 9．
JICAは援助協調対象国、対象セクターの分析を実施し、該当セクターの
ニーズを把握し、効果的な日本の支援を常に認識していることが必要で
ある。
教訓 10．
JICAとUSAIDの援助協調の実施について、双方共通の認識の下での、効
果的な実施システムが確立されていない。

教訓 11．
合同プロジェクト形成調査による援助協調の過程を一貫してフォロー
アップする体制が確立されてない。
教訓 12．
援助協調のこれまでの経験、知見が有効活用されていない。

教訓 13．
USAIDとの援助協調にNGOとの連携を強化していくことが効果的であ
る。

―現地事務所主導（現場主導）により協調を実施する。
―援助協調対象国、対象分野を選定する。
―在外大使館との協力体制を構築する。
―現地事務所間で共同戦略を策定する。
―現地セクター分析を実施し、セクターのニーズと現状を把握する。
―USAIDのセクター分析を共有する。

―援助協調の効果的な手法を具体化する。
メモランダムにタイムフレームを導入し、協調のスケジュールを添付
し、フォローアップ時期を設定し、協調の成果を明確にする。

―「援助協調の成功事例集」を作成し、関係者に配布する。
これまでの援助協調の成功事例をまとめた手引書を作成し、現地の援
助協調担当者、所員に配布する。

―国別・セクター別アプローチに関する作業部会において、援助協調を検
討項目として取りいれる。
本部において援助協調を効果的に行っていくための対策を検討する。

―各案件群での成功例、援助協調に有効な情報をシェアするシステムを
確立する。
JICA本部に情報交換室を設置し、事例紹介、問題提起の場とする。ま
たインターネットにも援助協調に関する情報交換のサイトを設け、本
部と現地事務所との情報交換、自由に議論ができる場とする。

―日本の開発援助の仕組みを JICAのホームページに掲載、広く他ドナー
にも公表する。
草の根無償、開発福祉支援等の援助協調に有効活用されるスキームの
概要を簡潔にした資料を作成し、関係者に配布する。

―援助協調の成功例を一般国民に宣伝する。
―USAID傘下のNGOと日本のNGOまたは、JOCV等の開発援助で活躍す
る人材を対象として人材交流を推進する。

―USAIDとの援助協調案件に日本のNGOが参加できる機会を増やし、日
本のNGOを育成する。
NGO活動の評価方針の確立等、援助協調の場で日本のNGOが活動しや
すい環境設定をする。

協調メカニズ
ム

NGOの育成



付　属　資　料

1．質問票（フォーマット）

2．アンケート調査集計結果（日米合同プロジェクト形成調査案件群）

3．アンケート調査集計結果（その他の案件群）

4．米国側コンサルタント調査結果概要（和／英）

5．参考資料リスト
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